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むつ市議会第２１２回定例会会議録 第６号

平成２４年６月２０日（水曜日）午前１０時開議議事日程 第６号

◎諸般の報告

【一般質問】

第１ 一般質問（市政一般に対する質問）

（１）15番 中 村 正 志 議員

（２）８番 佐 賀 英 生 議員

（３）18番 大 瀧 次 男 議員

本日の会議に付した事件

議事日程に同じ
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◎開議の宣告

午前１０時００分 開議

〇議長（山本留義） ただいまから本日の会議を開

きます。

ただいまの出席議員は25人で定足数に達してお

ります。

◎諸般の報告

（ ） 、 、〇議長 山本留義 本日 諸般の報告については

特に申し上げる事項はありません。

〇議長（山本留義） 本日の会議は議事日程第６号

により議事を進めます。

◎日程第１ 一般質問

〇議長（山本留義） 日程第１ 一般質問を行いま

す。

本日は、中村正志議員、佐賀英生議員、大瀧次

男議員の一般質問を行います。

◎中村正志議員

〇議長（山本留義） まず、中村正志議員の登壇を

求めます。15番中村正志議員。

（15番 中村正志議員登壇）

〇15番（中村正志） おはようございます。自由民

主党、自民クラブの中村正志です。むつ市議会第

212回定例会に当たり一般質問を行います。市長

並びに理事者の皆様におかれましては、明快かつ

具体的で前向きなご答弁をお願いいたします。

本日は、きのうに引き続きまして、新人職員の

皆様が傍聴されております。皆様におかれまして

は、ご自身のため、むつ市民のために研さんを積

まれ、ご活躍していただきますようエールを送ら

せていただきます。皆さんがこちらの理事者側の

席に座るころには、私はこの場にいないとは思い

ますが、そのときは上路議員がお相手をしている

。 、 、と思います あるいは 勇気とチャンスがあれば

早ければ３年後には一番前の席に座ることも可能

であります。

。 、今世界がユーロに注目をしております それは

連日熱戦を繰り広げ、ギリシャやスペインが決勝

トーナメント進出を決めたサッカーヨーロッパ選

手権ではなく、17日に行われたギリシャ議会の再

選挙であります。結果は、ＥＵとの合意をもとに

債務危機の克服を目指す緊縮派政党が政権を樹立

する見通しとなったことで、ギリシャのユーロ離

脱はひとまず回避される模様であります。しかし

ながら、経済評論家たちはユーロ圏第４位の経済

規模を持つスペインの財政金融不安もあり、ユー

ロ危機が抜本的に解決したわけではなく、先行き

は依然として厳しいとの見方をしております。

一方、日本国内に目を向けてみると、国民生活

が急速に悪化しております。国民の貧困層は過去

最悪の16％に達し、最新のデータによると、生活

保護受給者も210万人と過去最悪を更新し続けて

おります。特に働き盛りの20歳から49歳までの受

給者が急増しており、30万人を突破してしまいま

した。日本経済が非常事態に突入したのは間違い

ありません。

政府がやるべき対策ははっきりしております。

日本経済が20年以上も低迷し、格差が拡大してし

まった原因は、いつまでもデフレが続いているか

らであります。まずは、デフレを食いとめること

であります。と同時に、輸出にブレーキをかけて

いる円高を円安に戻すことであります。デフレが

、 、いかに経済全体を縮小させ 国民を貧困にするか

この20年間で国民もわかったはずであります。
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日本の名目ＧＤＰは1997年の523兆円をピーク

に、2012年は476兆円へと47兆円も減ってしまっ

ております。デフレは、景気を悪化させるだけで

なく、社会全体をむしばんでしまうと私は思いま

す。例えば記憶に新しい死者７人を出した高速バ

ス事故や、広島のホテルで７人が焼死した事故も

デフレと無関係ではないと思います。収入が減る

と、消費者はより安いものを求めるようになり、

業者は安さで勝負しようとします。安くするため

には、人件費やコストを削るしかありません。こ

うしたデフレスパイラルが社会にひずみを生じさ

せないはずはありません。高速バス運賃は、格安

、 。であったが 運転手の日当は１万円でありました

広島のホテルは、市内一の格安料金を売り物にし

ていましたが、安全は無視されていました。大事

なものを切り捨てて値段を下げ、安い価格に消費

者が飛びつく、こんな不健全なことは即刻やめる

べきであります。政府は、デフレ脱却に総力を上

げるべきであります。

ところが、ドジョウ総理は全くやる気がないの

だから、本当にどうしようもありません。なぜ矢

継ぎ早に手を打とうとしないのか、加えて震災復

興や原発事故の収束といった政府の最優先課題も

放置したままであります。国民が期待したことは

何もやらず、やっていることは消費税のアップだ

けであります。国民は、心の底では消費税アップ

は望んではいないものの、将来的な増税の必要性

は感じ始めています。私自身、頭の中では将来的

には必要であると理解はしているものの、消費税

アップには単純に賛成したくないという気持ちが

あります。それは、今回の消費税アップが本当に

国民生活の向上につながるのかという確信が持て

ないからであります。その部分について、国会の

場で議論してほしいのでありますが、政治生命を

かけた採決は目の前に迫っております。野田政権

が続く限り、我々国民には明るい未来はやってこ

ないのではないかと感じずにはいられません。

それでは、質問に入ります。質問の第１は、市

長の政治姿勢についてであります。政治家の素養

の第一は、平気でうそをつけることと昔から皮肉

を込められて言われておりますが、まさに現在の

政府がそのものであり、今やマニフェストはうそ

の代名詞となっております。

野田総理の発言を１つだけ紹介させていただき

。 。ます 2005年１月25日の衆院本会議での発言です

「橋本内閣は消費税を上げ、医療費を引き上げ、

風邪から治りかけていた日本経済を肺炎にしてし

まいました。小泉内閣も、こういう増税という話

を自民党の政権公約には盛り込んでいなかったと

いうことです。引っ込め増税、貫け行革が国民の

声です 。引っ込め行革、貫け増税の言い間違い」

ではないかと思ってしまいます。このような政治

家を我々国民は信頼できるでしょうか。権力者の

政治姿勢として承認できるものなのでしょうか。

大きな疑問と不信感を感じずにはいられません。

宮下市長は、間もなく市長就任５年を迎えるこ

とになります。この間、忙しい公務をこなしなが

ら、むつ市民の幸せのため、またご自身の公約実

現のために昼夜を問わず邁進されておりますこと

に対し、むつ市民の一人として、政治家の端くれ

として評価と感謝と敬意を表したいと存じます。

国、地方自治体問わずトップの政治姿勢、政治信

条は非常に大事なものであり、そこで暮らす人々

にとって大きな影響を与えるものだと思います。

特に地方自治体の首長には、予算執行、人事、条

例制定などの権限が集中しております。そこで、

いま一度宮下市長の政治姿勢についてお尋ねをし

たいと思います。

質問の１点目として、権力者である市長とはど

うあるべきか。理想とする市長像についてご所見

をお伺いいたします。

政治姿勢の２点目は、首長の在任期間について
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であります。今月の５日に自治体の首長で全国最

高齢の奈良県川上村の大谷村長88歳が、７月24日

の任期満了で引退することを表明しました。８期

32年の在任期間でありました。その退任会見の中

で、村特産の吉野杉の例を挙げて 「木は植えて、

もすぐには育たない。ころころかわってはうまく

いかない」と話されていました。また、市の部で

は、平成22年に大阪府貝塚市の吉道市長が10期

40年で退任しております。一方では、自らの任期

は２期８年ですとか、３期までですと言って立候

補され、当選する首長も多く見られます。そうし

た中で、埼玉県や東京都杉並区など、首長の在任

期間に制限を設ける条例を制定している地方自治

体が幾つか出ております。過去我がむつ市におい

ても、１期ごとに市長がかわることもありました

し、杉山前市長のように、任期を重ねられた例も

ございます。どちらが市民にとってよいのかは判

断が難しいところでありますが、少なくとも宮下

市長在任のこの５年の間に日本の総理大臣が５人

もかわるということ、リーダーがころころかわる

ということは、国民にとってこれ以上の不幸なこ

とはないと感じております。

そこで、自治体のトップである首長の在任期間

についてどうあるべきと考えるか、市長のご所見

をお伺いいたします。

政治姿勢の３点目は、政策提言のためのシンク

タンクを持つべきではないかについてお聞きいた

します。政治には、成果が求められています。首

長が権限を持ち、権限を振るうことを許される唯

一の理由が成果を上げることだと考えます。成果

を上げるためには、有効な政策を提言し、それを

スピードを持って実行することが大切であると考

えます。そのために私は、大変な手間暇がかかる

と思っております。しかしながら、宮下市長の公

務が忙し過ぎるのではないかと私は感じておりま

す。がゆえに、政治家宮下順一郎としての時間が

少ないのではないか、政策をじっくりと考える時

間が足らないのではないかと感じております。

市長は、市長への手紙やおでかけ市長室などで

市民のさまざまな意見や要望を吸い上げておりま

す。民主主義の手法として多様な意見をさまざま

な回路で吸い上げることは、そこまでは私はでき

ていると思います。私が市長に強く望みたいこと

は、その後のことであります。それら吸い上げた

市民からの要望を実現するため、スピード感を持

って政策として練り上げ、事業として行っていく

ことであります。私は、宮下市長にはもっともっ

と政策を提言し、事業を行っていただきたいと思

いますし、多くの市民もそのことを望んでいると

思います。

かつて中曽根内閣時代に土光敏夫会長率いる第

２臨時行政調査会、通称臨調が各般の構造改革を

審議し、数多くの答申を行いました。中曽根内閣

は、土光臨調ブームの追い風をうまく利用して、

国鉄、電電、専売の３公社の民営化を初めとする

行革、財政再建を強力に推し進めました。増税な

き財政再建も答申の一つでありました。このこと

は、直接宮下市政には当てはまらないかもしれま

せんが、宮下市長の選挙公約を強力に推し進める

ためには必要なことではないかと考えます。

そこで私は、公約実現のため、市民福祉の向上

のために宮下市長は政策提言のためのシンクタン

クを持つべきだと考えますが、市長のご所見をお

伺いいたします。

質問の第２は、市役所の組織強化についてであ

ります。私は、常々市役所の活性化はむつ市民に

とって重要なことであり、その実現方法は予算と

人事しかないと考えております。市役所の組織強

化のため、このたびの一般質問では人事につきま

してお聞きいたします。

１点目は、政策統括参事についてであります。

これは、平成22年４月に重要施策の形成及び広報
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広聴の場等に参画し、政策調整及び統括に関し行

政経験及び知見を生かしていただく職として現在

の新谷副市長に宮下市長が委嘱したものでありま

す。私は、むつ市役所の組織の中にあって政策統

括参事の果たす役割は重要であり、新谷副市長も

その力を十二分に発揮していただいていたものと

思います。しかしながら、現在新谷氏が副市長就

任以来、その職は空席となっております。むつ市

の政策形成及び実施過程でかなめとなる職である

政策統括参事が不在ということは、組織運営上支

障を来していないのかお尋ねをいたします。あわ

せて、近い将来新たに委嘱する考えはないのかお

尋ねをいたします。

、 。２点目は 副市長の複数制についてであります

現在むつ市においては条例により副市長の定数は

１人となっております。他の自治体においては、

複数の定数を条例で定めているところもございま

す。先ほどの質問でも述べさせていただきました

が、各種会合への参加や面会の多さなど、市長の

公務は忙し過ぎると感じております。失礼ではあ

りますが、中には市長が出席しなくてもよいので

はないかというものもあるように思います。青森

県下一行政面積の広いむつ市でもありますし、そ

の移動だけでも大変であります。

一方で、副市長の役割というのは、前の助役の

時代から、行政の職員のトップとして内部のこと

を市長にかわり取りまとめるといった面が強いよ

うに思われます。今後の役割としては、今以上に

外部との交渉あるいはむつ市をアピールするとい

う営業マン的な仕事も行っていかなければならな

いと思います。そうなったとき、副市長が１人と

いうのはかなり厳しいのではないかと考えます。

私は、副市長を複数にすることにより、それぞれ

に役割分担をして戦略的に、また効率的に職務を

遂行することがむつ市の発展につながるものと考

えます。

そこで、宮下市長に副市長の複数制についてご

所見をお伺いいたします。

３点目は、職員採用についてであります。その

１つ目は、社会人、専門職の採用についてであり

ます。国の進める地域主権、地方分権により、地

方自治体が行う事務事業が増大しております。と

りわけ各種の許可や認可、開発行為や福祉の分野

など、専門性、技術性が求められるものが多くな

っていきます。これらの事務事業を遂行するため

に、より一層の職員のスキルアップが重要であり

ますが、加えてより専門知識を備えた人、それら

の分野の第一線で活躍していた人などの採用が必

要になってくると考えます。そこで、現在むつ市

が行っている社会人の採用状況とその実績につい

てお尋ねをいたします。

２つ目は、特別選考枠を導入してはどうかとい

うことであります。私の言う特別選考枠というの

は、スポーツや文化活動などにおいてすぐれた実

績や成果をおさめた人を一般の採用枠とは別に特

別選考枠として採用試験を行うというものです。

スポーツや文化活動ですぐれた実績をおさめられ

た人たちは、その過程において培われたチャレン

ジ精神や自らを律する忍耐力など、高い能力が備

わった優秀な人材であり、それらは決して試験の

点数ではあらわすことのできないものだと思いま

す。また、そのような方が身近にいるということ

は、むつ市の子供たちのみならず、広く市民に刺

激と活力を与えてくれるものと思います。職員採

用において特別選考枠を導入すべきと考えます

が、市長のご所見をお伺いいたします。

質問の第３は、むつ市のうまいは日本一！ｉｎ

亀戸“むつとの遭遇”事業についてであります。

去る５月19日、20日の両日、東京都江東区の亀戸

香取勝運商店街において 「むつ市のうまいは日、

本一！ｉｎ亀戸“むつとの遭遇 」事業が快晴の”

もと開催され 「こうとう区報」でのイベント告、
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知のＰＲ効果もあり、商店街はあふれんばかりの

人で、すぐ近くの浅草で行われておりました三社

祭にも負けないほどのにぎわいを見せておりまし

た。私もオープニングイベントを拝見いたしまし

たが、近隣の人々だけではなく、東京在住のむつ

下北出身者もたくさん来場しておりました。私も

十数年ぶりに友人と再会することができました。

このたびのイベントが本格的な交流のスタート

であると思いますが、そういう意味では大成功だ

ったのではないかと感じているところでありま

す。

そこでお尋ねをいたしますが、１点目、これま

での交流の経緯と事業目的について、２点目、イ

ベントの状況と成果について、３点目、今後の事

業展開、課題、可能性について、あわせてお尋ね

をいたします。

質問の第４は、今冬の豪雪による被害について

であります。今冬の豪雪については、今さら説明

する必要はないかと思いますが、除雪費用が15億

2,500万円かかったように、莫大な財政負担を強

いられました。やっと雪が解けたと思ったら、今

度はその豪雪の雪害による公共施設等の破損が例

年以上発生し、今定例会に補正予算計上されたも

のを初め、多額の改修費用が必要とされ、むつ市

の財政に少なからず影響を与えております。

そこでお尋ねをいたしますが、１点目、公共施

設や道路等の被害状況はどうなっているのか、２

点目、それらの改修、復旧の予算措置はどのよう

に行われるのか、あわせてお聞きをいたします。

以上、壇上よりの質問といたします。

〇議長（山本留義） 市長。

（宮下順一郎市長登壇）

〇市長（宮下順一郎） 中村議員のご質問にお答え

いたします。

まず、私の政治姿勢についてのご質問の第１点

目、市長とはどうあるべきか、理想とする市長像

についてであります。私は、市長就任以来、１期

「 」目においては まちづくりの主役は市民の皆さん

など７つの公約を掲げ、むつ市の発展とむつ市民

の幸福を第一義に考え職務に邁進してきた４年間

でありました。そして、２期目においては、さま

ざまな場面でお話しさせていただいております

が、１期目の７つの公約をさらに進化させ、深め

ていくことに加え 「持続可能な財政運営 「ネ、 」、

クスト50へのさらなる基盤づくりと飛躍 「市」、

民協働・参画の社会づくり」の３つのテーマを大

きな公約として掲げ、愛する郷土を市民一人一人

があすへの期待と夢を膨らませることのできる

「希望のまち・むつ市」をつくり上げていくこと

を市民の皆様にお約束いたしたところでありま

す。

理想の市長像についてのお尋ねでありますが、

私は市民に対して愛する郷土の将来の姿を明確に

示し、市民協働・参画のもと 「希望のまち・む、

つ市」の実現に向けて、全身全霊を傾けて果敢に

取り組む姿勢こそがあるべき市長の姿ではないか

と考えております。そのためには、市民の意見を

聞くだけでなく、市民が決めたことを実行してい

くリーダーシップと決断力が必要でありましょう

し、急激な社会情勢等の変化やそこから派生する

課題を的確にとらえ対応していくための先見性

や、広い視野を持つことが求められるでありまし

ょう。しかし、何にも増して必要なものは、市民

からの信頼であります。これは 「公平、公正」、

を第一義とし、自らを市民の中に置き、市民の意

図するところを把握し、市民の満足とするところ

を実施していくという、その積み重ね、実績の評

価によってしか得ることのできないものでありま

す。今後においても、そのような理想の市長像を

追い求め 「希望のまち・むつ市」の実現に向け、

て市政のかじ取り役として誠心誠意取り組んでま

いる所存でありますので、ご理解賜りたいと存じ
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ます。

次に、ご質問の第２点目、首長の在任期間につ

いてでありますが、私はこの職について間もなく

５年目を迎えようとしております。この間、市民

の皆様にお約束した公約の実現に向けて、市長と

しての職務に邁進してきたところであり、庁舎移

転や財政再建など、これまでの取り組みで成就で

きたものもございますが、一朝一夕にはなかなか

事が運ばない難しい施策もございます。しかしな

がら、市長というポストは市民から与えられた限

られた任期のものであることを常に念頭に置き、

スピード感と実行力を持って、各種の施策を積み

重ねて、下北のむつ市から日本のむつ市へという

大きな目標に向かって着実に歩を進め 「希望の、

まち・むつ市」につなげてまいりたいと考えてお

りますので、ご理解賜りたいと存じます。

次に、ご質問の３点目、シンクタンクのご質問

についてお答えいたします。平成12年４月に地方

分権一括法が施行され、国と地方の役割分担が大

きく変わり、今までのように国に頼ることなく地

方公共団体は自らの責任と判断により自治体経営

を行うことが求められております。地域の実情に

沿った住民にとって満足度の高い行政運営を行う

ためには、地域の課題を発見し、問題を解決して

いく能力や、地域の実情に即した政策立案能力の

向上が重要となり、市職員のスキルアップも大い

に求められているところであります。

このような状況を背景として、全国の都市にお

いては自治体シンクタンクの設置が進められてい

るところであります。県内では、青森市が青森市

雪国学研究センターを設置しているほかは、事例

はないという状況にありますが、自治体シンクタ

ンクの設置は、問題解決能力や政策立案能力を自

治体自らが高めていくための有効な手段の一つと

して考えられるものと認識しております。

シンクタンクには、議員ご提案の財団法人や第

三セクターのような自治体の外部に設置するもの

や、青森市のように自治体内に設置するもの、職

員研修の機能も兼ねる研修所型と言われるものな

ど、その設置形態、組織、研究テーマなどについ

てはさまざまなモデルがあり、本市にふさわしい

シンクタンクのあり方、設置の可否については財

政面も含め総合的に研究しながら判断しなければ

ならないものと考えておりますが、シンクタンク

の意義については、最終的には人材の育成にその

力点が置かれております。

私は 「希望のまち・むつ市」の実現のための、

まちづくりを推進し、むつ市が発展していくため

には市の政策形成能力を高めることが必要であ

り、そのためには職員一人一人の能力を高めて、

市政に生かすことが不可欠であると考えるところ

であります。そのため、今年度から職員に対して

は自主研修グループ助成制度を新たに創設し、自

己啓発へ積極的な支援を行うとともに、職員自ら

が事務改善から政策まで提言する職員提案制度を

活性化する方向で見直し、それを各部の政策推進

監で構成する政策調整会議を主体として課題解決

や政策立案にまで高める体制を整備することとし

たところであります。

また、市民参画の一つの手法として、市民から

の要望を施策まで高める市民政策提案制度を実施

することとしており、行政の政策形成能力を高め

る方途を今後とも鋭意研究してまいりたいと考え

ておりますので、ご理解賜りたいと存じます。

次に、市役所の組織強化についてのご質問にお

答えいたします。まず１点目の現在空席となって

いる政策統括参事について、新たに委嘱する考え

はないかとのご質問であります。政策統括参事の

職務につきましては、平成22年、市の重要施策に

ついて議論する政策調整会議の場において、市全

体を俯瞰する視点から、方向性にぶれやそごが生

じることがないよう、その知見を生かした助言や
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調整をする職として攻めの行政の一翼を担う重要

なポストと位置づけ設置したところでございま

す。現在もこの職についての考え方は変わるもの

ではございませんが、前副市長の野戸谷氏の後任

として政策統括参事をお願いしていた新谷現副市

長に就任していただいたことから、その役割も担

いつつ、私を補佐していただいておりますので、

現時点では市政運営に支障を来すといったことは

。 、ないものと考えております 今後におきましては

その時々の市政を見きわめつつ、新たな人材を委

嘱するか否かを判断してまいりたいと考えており

ます。

次に、２点目の副市長の複数制についてであり

ますが、この副市長の複数制につきましても、政

策統括参事につきましても、いわゆるトップマネ

ジメントのあり方に関するご指摘であろうと考え

ます。トップマネジメントは、時代の変化を敏感

に感じ取り、先進的な方向性を指し示すことが求

められることから、機敏で柔軟な対応が何よりも

重要であります。市役所に限らず組織の強化を考

える場合、必要な人材を的確に採用していくこと

によって成し遂げられることは言うまでもありま

せんし、また組織を構成する人が持てる能力を存

分に発揮することが重要であります。

副市長複数制をとる場合には、まず副市長の定

数条例の改正が必要であり、民意を得る必要があ

ります。ただ単に業務過多を補うためというだけ

で取り入れることではなく、組織経営上の観点、

人の視点、市民合意の視点等からの厳格な判断が

必要となりますことから、トップマネジメントの

あり方につきましては、あらゆる可能性を排除せ

ず、適切に判断してまいりたいと考えております

ので、ご理解賜りたいと存じます。

次に、３点目の職員採用について、社会人枠、

特別選考枠を導入する考えはないかとのご質問で

ありますが、まず現在の社会人採用状況と実績に

つきましては、担当からお答えをいたします。

次に、スポーツや文化活動においてすぐれた実

績や成果をおさめた人を採用する特別選考枠を導

入する考えはないかとのご質問でありますが、青

森県内の状況を調べてみますと、県においては平

成22年度に県立高校の教員としてオリンピック等

世界で活躍したレスリング選手を採用、また昨年

７月には弘前市が同じくオリンピックで活躍した

ソフトボール選手を保健体育科にスポーツの推進

を担当する主査として採用しているようでありま

す。この方々は、いずれもすばらしい成績をおさ

められたことは言うに及びませんが、それ以上に

世界と戦い、目標に向かって頑張ってきたという

経験を財産として持ち合わせています。その人に

よる財産と行政機関等が必要とする人材が適合し

て人と仕事の両方が生かされる方向に回転するこ

とは、非常に有意義なことであり、当市としても

今後検討していく必要があろうと思いますが、職

員の採用には公平性、客観性、透明性が求められ

ますことから、慎重に判断すべき事項であると考

えておりますので、ご理解賜りたいと存じます。

次に むつ市のうまいは日本一！ｉｎ亀戸 む、「 “

つとの遭遇 」事業についてのご質問にお答えい”

たします。まずご質問の第１点目、交流の経緯と

事業目的についてでありますが、このたびのイベ

ントを開催いたしました東京都江東区亀戸にござ

います亀戸香取勝運商店街にむつ市出身の河野崇

章氏が江東区の商店街再生事業で、昨年の３月

12日、あおもり物産ショップ・むつ下北を開設し

たことがきっかけとなったものであります 「む。

つ市のうまいは日本一！ｉｎ亀戸“むつとの遭

遇 」は、むつ市の情報を首都圏に発信し、むつ”

市の食材、加工品の販路拡大や観光客の誘客を図

ることを目的としたものでありますが、この首都

圏での開催につきましては、下北のむつ市から日

本のむつ市へという私の思いと、元気むつ市応援
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隊応援プロデューサー河野氏の下北を盛り上げて

いきたいという思いとが重なり実現したものであ

ります。

ご質問の第２点目、イベントの状況と成果につ

いてでありますが、初めて首都圏、しかも一つの

商店街全体で開催するという中で、まずはむつ市

の特産品を知ってもらおうというねらいから、無

料での試食、試飲をメーンとした内容で開催いた

しました。むつ市の文化や観光のＰＲ、集客を目

的としたイベントアトラクションとして、田名部

まつりの当番山である明盛組のご協力のもと、田

名部まつりのはやしや権現舞等を披露していただ

いたほか、野外でのイベントでは初の試みとなる

ユーストリームでのインターネットライブ中継、

加えてエフエムアジュールでの生放送を実施し、

むつ市民の皆様にも広くご視聴いただいたところ

であります。

また、イベントの運営に当たっては、首都圏で

ご活躍されている田名部、大湊、むつ工業高校の

同窓会や、むつ市出身の首都圏在住の方からもボ

ランティアとしてご協力をいただいたところであ

ります。

イベントの告知に当たっては、市政だよりで市

民の皆様に首都圏在住のお知り合いへのお声がけ

へのご協力を呼びかけたほか、江東区のご支援に

より、24万部発行の「こうとう区報」に同イベン

ト情報をご掲載いただきました。さらに、亀戸周

辺に２万5,000部の新聞折り込み、5,000部のポス

ティングも実施し、商店街ではプレイベントとし

て５月11日からイベント最終日の５月20日までの

10日間、ホタテフェアを開催し、陸奥湾産ホタテ

を使った料理のご提供をしていただき、ＰＲに一

役買っていただいたところであります。

オープニングセレモニーは、山﨑江東区長さん

にもご出席をいただきご祝辞をちょうだいしたほ

か、亀戸周辺の住民、むつ市出身の在京者が多く

訪れ、試食試飲に準備した特産品はすべてなくな

ったほか、あおもり物産ショップ・むつ下北の売

り上げも、通常をはるかに上回ったと伺っており

ます。

イベントの成果については、地域のケーブルテ

レビでイベントの様子をご紹介いただいたこと

や、朝日新聞東京本社版に記事掲載されたことに

よるＰＲ効果、あおもり物産ショップ・むつ下北

の売り上げアップにつながったほか、亀戸香取勝

運商店街ではイベントをきっかけにホタテを使っ

た料理が定番メニュー化され、ホタテの取引が既

にスタートしていると伺っております。何よりご

来場いただいた多くの方々にむつ市の特産品、観

光、文化などに触れていただいたことなど、さま

ざまな形で今後の交流の可能性が広がったことが

上げられます。

また、６月23日から24日に開催予定の元気むつ

市応援隊モニターツアーには、同商店街から８名

の方が参加することとなっております。実際に生

産現場を見ていただき、食べていただき、それを

肌で感じていただくことで、今後生産者の顔が見

えるように、むつ市産品のＰＲに生かしていただ

くとともに、それぞれのお知り合いの方々にむつ

市のすばらしさを伝えていただくことで、たくさ

んの方がむつ市を訪れるきっかけとなればと考え

ております。

ご質問の第３点目、今後の事業展開、課題、可

能性についてでありますが、亀戸香取勝運商店街

におけるイベントは、春と秋の２回開催すること

としており、来年度以降の継続も視野に入れてお

ります。先日の佐々木隆徳議員への答弁と一部重

複いたしますが、このたびのイベントでは、山﨑

区長さんからごあいさつの中で、今回の取り組み

を契機として今後むつ市との交流を深めていきた

いとの言葉をいただいたほか、40万人が来場する

江東区民まつりにおける物産販売の出店について
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もご勧誘をいただいております。

今後どのような形での連携ができるのかを検討

し、これまでの施策と異なる事業展開が必要とな

る場合は、積極的に新たな事業に取り組んでまい

りたいと考えております。

また、ご来場者や江東区報道関係からも高い評

価をいただいたところでありますが、秋事業にお

いては特産品の販売をメーンとし、春とは異なる

アプローチで地産他消による外貨獲得といった可

能性を調査し、また元気むつ市応援隊総会も同日

に開催予定でございますので、応援プロデューサ

ーの皆様にも本事業をご視察いただき、取り組み

に対するご意見等もちょうだいしながら、次年度

以降の参考に供したいと考えております。

多くの自治体が公費で高い家賃を支払い、アン

テナショップを運営している中、民間主導の地域

に根差したアンテナショップを支援するという全

国的にも余り例のない取り組みであり、当日は中

村議員も視察のためにおいでになっておられまし

たが、亀戸地区はいわゆる下町風情が残る地域で

あり、亀戸香取勝運商店街もふだんは決して人通

りが多いとは言えない商店街で、情報発信基地と

しての課題はさまざまあるとは考えております。

しかしながら、春のイベントでは、むつ市出身者

を初めむつ市にゆかりのある多くの方々にご来場

していただきました。今後は、あおもり物産ショ

ップ・むつ下北を中心に、同商店街との連携を深

め、商店街に行けばむつ市の特産品が買える、む

つ市のうまいを味わうことができるといったむつ

市に会えるまちとして支援し、足を運ばれた方々

の口コミなどにより情報発信の輪が広がっていけ

ばと期待しているところでありますので、ご理解

とご協力を賜りたいと存じます。

次に、ご質問の４点目、今冬の豪雪による被害

については、担当よりお答えいたします。

〇議長（山本留義） 総務政策部長。

〇総務政策部長（伊藤道郎） 現在の社会人、専門

職の採用状況と実績について、市長答弁に補足さ

せていただきます。

当市におきましては、社会人の枠として採用さ

れた職員は、平成24年４月１日現在ございません

が、昨年建築士の資格を有する即戦力として、建

築関係の業務に５年以上の経験を有する満40歳ま

での方を募集いたしております。結果として、受

験の申し込みをいただいた方はございませんでし

た。

また、専門職といたしましては、昨年は35歳ま

での方を対象として、保健師、上級建築の機械設

備、上級土木、初級土木、上級電気、初級電気、

学芸員の資格を有する方もしくは専門課程を修了

した方をそれぞれ１名程度募集いたしておりま

す。うち本年４月１日付で保健師、上級建築の機

械設備、上級土木、初級電気、学芸員各１名の計

５名を採用いたしております。

、 、参考までに このほかの採用といたしましては

初級の行政事務として、体に障害を持たれた方を

対象とした枠を設け募集をいたしておりますが、

採用には至っておりません。

以上でございます。

〇議長（山本留義） 財務部長。

〇財務部長（下山益雄） 今冬の豪雪による被害に

ついての１点目、公共施設や道路等の被害状況に

ついて、２点目の改修、復旧の予算措置につきま

しては、関連いたしますので、一括答弁させてい

、 、ただくとともに 公共施設については財務部から

道路については建設部からの答弁とさせていただ

きたいと思います。なお、さきに御議決を賜りま

した補正予算に対する説明と一部重複する部分が

ありますことをお許しいただきたいと存じます。

まず、公共施設についてでありますが、今冬は

記録的な豪雪と低温による影響で雪解けがおくれ

たことなどにより、屋根、軒、外壁等施設のさま
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ざまな箇所において破損が生じており、豪雪によ

る被害が施設の老朽化によるものか判断しがたい

ケースや、既決予算で対応可能な軽微なものなど

を除きますと、現段階においては20施設で改修も

しくは調査を行う必要があるものと把握しており

ます。

このような状況から、これまで改修等に必要な

経費の積算を鋭意進め、今定例会初日の５日には

議案第42号補正予算として、市営住宅改修事業な

ど２事業５施設、額としては1,136万4,000円とな

っております。また、13日にはさらに議案第43号

として追加提案いたしました補正予算による脇野

沢イノシシ畜舎屋根改修事業など３事業６施設の

1,317万4,000円と合わせて2,453万8,000円の関連

経費を提案したところでございます。

このほかの９施設のうち、むつ市野菜集荷貯蔵

施設の改修など６施設に係る経費見込額約700万

円は、既決の予算として持っております修繕費で

対応する予定としておりますが、むつ市釜臥山ス

キー場第１リフト３号支柱につきましては、第１

リフト全体の支柱の状況を調査のうえ、また旧第

一川内保育所及び旧文化財収蔵庫につきましては

施設のあり方等も含めた検討により、それぞれ今

後の対処方針を定めることとしております。

なお、今般の豪雪による改修経費の大部分につ

きましては、財源として加入しております災害共

済金が見込まれるところでありますが、今後にお

きましても各施設の状況把握をしっかり行い、利

用者や地域の住民の安全安心を旨として適正な管

理に努めてまいりますので、ご理解を賜りたいと

存じます。

〇議長（山本留義） 建設部長。

〇建設部長（鏡谷 晃） 今冬の豪雪による被害に

ついての１点目のうち、道路の被害状況について

説明させていただきます。

道路の被害状況につきましては、通常の維持管

理として雪解け後の４月、５月に道路等の補修を

実施したものであり、はっきりと今冬の豪雪によ

る被害であるとは言い切れませんが、舗装復旧や

ガードレール等の補修に要しました費用が平成

22年度と平成23年度の平均と比較いたしまして、

約1.6倍となっておりますので、この増加分が豪

雪の影響によるものと考えられるものでございま

す。

〇議長（山本留義） 15番。

〇15番（中村正志） まず最初に、市長の政治姿勢

についてでありますが、１つ市長にお尋ねをした

いのでありますが、理想とする政治家像の話の中

でよくある質問なのでございますが、住民にとっ

てはどちらの政治家が必要なのか、幸せなのかと

いうことで、一方の政治家は、賄賂をもらって私

腹を肥やしているが、外交手腕があり国内の経済

を活性化させる力を持っており、その結果日本全

体を豊かにする政治家、他方もう一方は、人柄も

よく清廉潔白ではあるが、外交は下手、国内経済

、 、もがたがた その結果日本を貧しくさせる政治家

どちらが国民にとって利益になるのか。言いかえ

、 、 、れば よく言われるように 田沼意次がいいのか

松平定信がいいのかという問題なのであります

が、市長はどう考えますか。

〇議長（山本留義） 市長。

〇市長（宮下順一郎） 選択肢が２つに限られると

いうふうなことが、非常にここのところはなかな

かどちらがいいのかというふうなこと。１番目の

ほうの前段は、全くこれは許される行為ではあり

ません。２番目のほう、この部分については清廉

潔白、これを称して意次型がいいのか、定信型が

いいのかというふうな歴史上の人物を挙げられま

したけれども、田沼意次は、当時はそういうふう

な形で言われましたけれども、彼の重商政策と申

しますか、その部分は最近非常に高く評価されて

おります。賄賂政治というふうな形、教科書では
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賄賂政治ということで、かなり批判をされており

ますけれども、しかしながら当時の田沼政治とい

うふうなことは、今この見方が変わってきて、彼

の。その賄賂政治の部分は当然否定はされますけ

れども、経済部分、重商主義と申しますか、そう

いうふうなところの評価は非常に高くなっており

ます。また、松平定信の寛政の改革だったでしょ

うか、その部分には倹約、節約、とにかく我慢し

なさいというふうな形、これはやはりそれぞれの

時代のバックボーンがあったと思います。そうい

うふうな中での評価になってきますし、後世もや

はりその時々によってその評価が分かれてくると

思います、田沼にしても、松平定信にしても。や

はりその今生きているとき、こういうふうなとき

に、例えば先ほど中村議員お話しのように、デフ

レの状態の中で松平定信型と、こう言われると、

ますます気持ちが沈んでしまいます。その中では

田沼意次みたいに新田開発をしたり、さまざまな

政策を打っていく。これは、まさしくインフレタ

ーゲットの形の中で公共事業を始めていくという

ふうな政策、やはりこちらのほうがその人格の部

、 、 、分 人格と申しますか 政治手法に限って言えば

田沼政治のほうが今の世の中では評価されるので

はないかなと、こういうふうに思います。ただ、

賄賂だとかそういうふうなものは、決して許され

るものではないと。私はそういうふうに、２つの

中から選択となりますと、ちょっと難しいのです

けれども、いずれにしても市民の生活の福祉の向

上という大きな目標に私は全身全霊取り組んでい

きたいと、こういうふうに思っております。

〇議長（山本留義） 15番。

〇15番（中村正志） さすが市長であります。私が

期待した以上の答えが返ってきて、よく知ってお

られるなというふうに今感心をいたしました。

壇上でも申し上げましたが、地方自治体の首長

には非常にたくさんの権限が集中しております。

ある意味権力者というふうな言われ方も当てはま

るのではないかと思いますが、そこで権力を行使

するに当たって気をつけていることがあれば教え

ていただきたいと思います。

〇議長（山本留義） 市長。

〇市長（宮下順一郎） 権限が集中しているという

ふうなご発言でございますけれども、なるほど人

事権及び予算の提案権、人事権は同意の人事がご

ざいますけれども、議会のほうに同意を求める人

事権、また職員の人事権、これはまた別のもので

すけれども、そしてまた予算の提案権、予算編成

権、こういうふうなものがございますけれども、

権限が集中しているというふうな、そういうふう

な形だけのとらえ方というのは、私はちょっと視

点が違うのではないかと。これは、あくまでも議

会というふうな形の中で同意、議決、承認、こう

いうふうなものを承って初めて行政が進むもので

あると。まさしくこれは二元代表制のそのダイナ

ミックなところが一方に首長としてそれは権限が

あります。また一方では、それをチェックし、バ

ランスをとっていく、均衡と抑制というふうな形

の議会の権限、こういうふうなものがありますの

で、やはりそのバランスとった中で権力、権力を

行使するというふうな部分、それはトップダウン

で判断を求められる場合もあります、また下から

上がってきた部分、判断を求められる場合もあり

ますけれども、私はこの行政の長として常に心が

けているのは、おごらず、そしておもねることな

く常に謙虚で、そして我が人生の評価をいただい

て、選挙の際はそういうふうな気持ちで臨んだと

いうふうなことを申し添えさせていただければ、

私の考えている理想像というふうなところが、こ

れだよということはありませんけれども、ぼんや

りと、私自身も理想像と求められても、何なのか

なと、これ非常に考えましたけれども、さまざま

な言葉の端々、そして思っていること、進めてい
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ることで十分ご理解いただけるものではないかな

と、こういうふうに思っております。

以上でございます。

〇議長（山本留義） 15番。

〇15番（中村正志） 市長のおっしゃることはわか

りましたが、このことにつきましては、私もぜひ

とも市長に紹介したい部分がありますので、お話

をさせてもらいます。私が尊敬をいたします政治

家の一人に大平元総理がいらっしゃるのでありま

すが、その大平元総理の「新権力論」という小論

文の中で、この権力についてお話をされている部

分がありますので、ちょっと紹介をさせていただ

きたいと思います。

「権力は、それが奉仕する目的に必要な限り、

その存在が許されるものであり、その目的に必要

な限度において許されるものである」と。非常に

端的にあらわしているのではないかなと私は感じ

ておりました。今の市長の答えの中で、謙虚とい

う部分が出ておりましたので、この考え方からそ

う離れていないなというふうに感じましたので、

非常に安心をしております。

それでは、ちょっと別な質問にいきますが、市

長在職５年間の間に５人の総理大臣がかわられて

おりますが、トップがころころかわるということ

は、これは国民にとって幸せなことだと思います

か。

〇議長（山本留義） 市長。

〇市長（宮下順一郎） 国政の中での形で５人の総

理がかわったということは、やはり党内論理の中

でかわっていったものと、こういうふうに思いま

す。その部分については、一国民としての個人的

な感想でありますけれども、やはり選挙の洗礼を

受けて、しっかりとした形の中で総理として誕生

してほしいなというふうなのが大きな気持ちの部

分を占めております。

〇議長（山本留義） 15番。

〇15番（中村正志） その次に、市長の在任期間に

ついてお聞きしたいと思いますが、市長はあと何

年市長を続けますか。

〇議長（山本留義） 市長。

〇市長（宮下順一郎） 今任期あと３年でございま

すので、３年間はしっかりとその任務を全うした

いと思っております。

〇議長（山本留義） 15番。

〇15番（中村正志） 市長の言うとおりなのであり

ますが、私といたしますれば、ぜひともご自身の

公約実現まではやると言ってほしかったなと、こ

う思いますので、それはそれでいいと思います。

ちょっと済みません、時間がなくなってきまし

たので、まとめて最後の質問にしますが 「むつ、

“ ”」市のうまいは日本一！ｉｎ亀戸 むつとの遭遇

事業についてでありますが、これまでの部分を見

ておりまして、非常に江東区または商店街の皆様

と良好な関係を築けているなというふうに感じて

おります。本当に相手方の協力に対しましては、

心から感謝したいと思いますし、今後とも両者が

満足できる、俗に言うウイン・ウインの関係を続

けていくために、むつ市として今後事業展開で気

をつけなければならないことはどういうことと考

えますかということと、今回今までは行政が中心

になっての事業展開だと思うのですが、今後はや

はりむつ市側の民間も巻き込んでいかなくてはい

けないと思います。特に今後の展開として考える

観光事業の面なんかでいきますと、観光協会であ

りますとか、観光協議会との連携というものが考

えられておりますが、あわせてこのことについて

最後の質問としたいと思います。

〇議長（山本留義） 市長。

〇市長（宮下順一郎） まず１点目の気をつけるこ

と、これからのおつき合いの中でと。それは、今

中村議員お話しのようなウイン・ウインの関係、

これをしっかり醸成していかなければいけないだ
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ろうと この部分におきまして ことしの８月20日。 、

のお祭りにこのイベントのおかげをもって、江東

区から、区長は来られないのですけれどもという

前段がありまして、副区長初め観光文化課長、経

済課長、地域振興課長、４名の方が田名部まつり

にぜひ視察をというふうな申し入れがありまし

た。そういうふうな形。それから、先ほど壇上で

もお話をしましたように、区民まつりが約40万人

集まるのだそうです。そこにぜひ参加してほしい

というふうなお誘いもありました。その内容がど

ういうふうなものなのか、まずそれを１回視察さ

せてから、できたら来年度、そういうふうな形の

中で我々のものも売ってもらうし、我々も商店街

に協力をしていくと、そして向こうからも来ても

らう。これがまさしくウイン・ウイン。そして、

２点目になりますけれども、当然それは民間主導

というふうなことで、できるだけ民間団体のご協

力をいただきながら、民間団体が向こうに行って

メリットがある、民間団体がこちらに来てもらっ

、 、てもメリットがある そういうふうな取り組み方

これはちょっとすそ野がこれから広がってくると

いうふうに期待をしております。ぜひともその部

分において、中村議員からもさまざまなご提言を

承りたいと思いますので、よろしくお願いしたい

と思います。

〇議長（山本留義） これで、中村正志議員の質問

を終わります。

午前11時10分まで暫時休憩いたします。

午前１１時０２分 休憩

午前１１時１０分 再開

〇議長（山本留義） 休憩前に引き続き会議を開き

ます。

◎佐賀英生議員

〇議長（山本留義） 次は、佐賀英生議員の登壇を

求めます。８番佐賀英生議員。

（８番 佐賀英生議員登壇）

〇８番（佐賀英生） おはようございます。８番、

市誠クラブの佐賀英生でございます。むつ市議会

第212回定例会に当たり、通告に従いまして一般

質問をさせていただきます。理事者皆様の前向き

な答弁をよろしくお願いいたします。

本年は、４年に１度のオリンピックの年です。

岸本鷹幸選手が当市において３回目、３人目の選

手として出場されるということで、昨年から災害

など何かと暗い出来事の中、明るいニュースと心

からうれしく思いますとともに、その活躍を祈ら

ずにはおられません。きっと好功績を上げて凱旋

していただけるものと信じております。

今回の質問は、生徒・児童の交通安全と市民の

避難対策、そして福祉政策の生活保護の状況につ

いて、３点８項目について質問をさせていただき

ます。答弁方、よろしくお願いいたします。

まず１項目めといたしまして、生徒・児童の安

全対策について質問をさせていただきます。こと

、 、し入学して間もない４月23日 午前７時55分ころ

京都府亀岡市で集団登校中の児童の列に無職の無

免許の少年が10人の列に突っ込み、３人が死亡、

７人が重軽傷を負う事故が発生しましたことは、

。 、 、記憶に新しいことと思います そして 同月27日

千葉県館山市で午前７時35分ころ、登校のため停

留所で路線バスを待っていた小学生ら６人の列に

20歳のアルバイトの青年が運転する軽自動車が突

っ込み、小学生１人が死亡、５人が重軽傷を負い

ました。そこには、亡くなった児童の母親もいた

そうです。同日午前７時15分ころ、愛知県岡崎市

で、信号機のない横断歩道を集団登校していた小

学生４人に24歳の会社員が運転する軽自動車が突

っ込み、骨折などの重症を負っております。入学

間もないこの時期に起こった一連の事故は連日報
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道され、心を痛め、記憶に残っている方も多数お

られるかと思いますが、それ以上に小学生をお持

ちの保護者にとっては他人事ではないショッキン

グな出来事であったのではないでしょうか。

、 、千葉県館山市の市教委では 保護者と話し合い

通学路全線の危険箇所を抽出し、ヒヤリ地図を作

成、校内掲示し、注意を促すともに、保護者らが

付き添い、街頭立ちして未然防止をしているそう

です。京都府亀岡市では、事故後、通学時間帯の

一方通行、速度の引き下げなど、通行規制を府に

要望することを決めました。各自治体も安全対策

に工夫を凝らし、昨年４月にクレーン車が突っ込

み６人が亡くなった栃木県鹿沼市では、学校や町

内会から個別に要望していた危険箇所を市教委が

一元的に集約し改善に努めているほか、京都府京

、 、丹後市は 老人会など3,200人を見守り隊と称し

パトロールの強化、その他看板を設置して啓蒙活

動に努めている自治体も多数あるとのことです。

、 、他方 専門家は小さな努力や工夫を積み重ねて

安全性を確かめるしかないと指摘している面もご

。 、ざいます 分離歩道の建設やガードレールの設置

道路の拡張など、財政状況の厳しい自治体ではな

かなか進まないのも実情かと思っております。社

会的弱者と言われている子供たちの安全安心を守

ってやり、きちんと担保してやるのが行政の役割

であり、大人の義務でもあろうかと思います。

そこでお伺いいたします。

まず第１点目として、危険箇所と思われる通学

路は何カ所あり、対策を施しているのか。

２点目といたしまして、俗称ですが、ヒヤリ地

図を作成しているのかをお伺いいたします。

続きまして、２項目め、市民の安全対策につい

て質問いたします。３月11日の東日本大震災から

はや15カ月が過ぎ、少しずつではありますが、落

ち着きを取り戻しつつ、災害地も立ち上がってき

ていると報道されておりますが、まだまだ時間の

要する出来事と考えております。過日本年３月

11日に行われた津波避難情報伝達訓練は、以下避

難訓練といたします、全市を挙げ行われ、多くの

方が参加したと聞いております。私も参加させて

いただき、状況を把握させていただきましたが、

大畑地区のため限定した表現になりますが、お許

しをいただきたいと思います。

大畑地区では、対象地区のうち、行事のため参

加できない１町内を除き10町内が参加し、333人

の町民が避難所まで参加いたしました。避難場所

までの参加を見ますと、優に３倍ぐらいはいたの

かと思われます。全町挙げての避難訓練というこ

とで、スムーズにいかなかったところもありまし

たが、自宅から避難所までの距離や時間、道筋な

ど、わざわざ覚えたことはとてもよかったと一定

の評価をいたします。今後においても、定期的に

避難訓練を行い、体現できる機会をふやし、啓蒙

し、被害者が一人でも少なくなることや被害者が

一人も出ないような訓練になれば本物かと思いま

す。

過日テレビで見ましたが、ある小学校では定期

的に全力疾走で避難する訓練をしていたり、避難

のため体力づくりをしているとか、各地工夫を凝

らし、いつ来るかわからない有事に備えておりま

した。５月31日、新聞で大地震や豪雨による土砂

崩れや冠水で道路が寸断され、孤立するおそれの

ある避難所が県内585カ所あり、既に明らかにし

ていた孤立する可能性のある集落275カ所の市町

村別内訳も発表され、むつ市が29カ所で最多であ

ると報道されておりました。また、孤立の可能性

、 、のある避難所も69カ所と最多で 深浦町の55カ所

東通村の50カ所と続きます。県は、具体的な集落

や避難所は公表していないものの、地図を見る限

り、下北に限って言えば、沿岸部に集中している

。 、のがうかがえます 指摘されている市町村からは

住民避難の方法を早急に確保してほしい旨の声が
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上がっているとのこと、早期の道路整備が必要と

考えられます。以上のことを踏まえ、避難訓練の

必要性と重要性、今回の訓練を基本に、よりクオ

リティーの高い内容が求められるのではないでし

ょうか。

そこでお伺いをいたします。

まず１点目ですが、当日の参加状況をお伺いい

たします。

２点目ですが、今後の開催について、市長はど

のように考えているかをお伺いいたします。

３点目に、社会的弱者と言われている幼児、老

人の避難方法についてをお伺いいたします。

４点目に、保育園、児童館及び病院などの避難

方法についてどのように考えているかをお伺いい

たします。

続きまして、３項目め、福祉行政についてを質

問いたします。ことし４月、週刊誌報道をきっか

けに、お笑い芸人の母親が生活保護を15年間受給

し続けていると報道され、自分の収入がふえ始め

てももらい続けていたことが物議を醸し出し、保

護行政が抱える問題を浮き彫りにいたしました。

自治体が行う調査には限界があり、厳密化しても

プライバシーの侵害が起こるという問題も内包し

ております。リーマンショック以降の雇用悪化の

影響で、働きたくても働けない若年層がふえ、年

金だけでは生活できない高齢者も激増しておりま

す。加えて東日本大震災の影響も相まって急激に

ふえ続けております。

社会福祉法では、ケースワーカー１人当たり都

市部で80世帯、郡部で65世帯を担当するとしてい

ますが、実態は倍ぐらいの担当をしていると聞い

ております。調査は任意であること、問題ありと

しても行政処分を科す権限まではない。生活保護

法は、扶養は生活保護法に優先するとしてあり、

親族は自分の生活が損なわれない範囲で扶養し、

それでも不十分な場合は公的扶助を行うとしてお

ります。扶養は優先であっても、強制ではないの

です。受給者が申請時に虚偽の報告をすれば刑事

罰に問われますが、自分の生活が損なわれない範

囲は人それぞれ異なりますし、親族が十分な扶養

をしなかったというのは認定が難しかろうと思い

ます。

首都大学東京の岡部教授は、突き詰めれば車を

持つことはぜいたくか、子供を大学に行かせては

だめなのか、貧困で本当に困っている人はこれ以

上に負い目を感じてしまう、申請が抑制されれば

生活保護が最後のセーフティーネットとして機能

しなくなると述べております。１年ぐらい前から

札幌の元道職員の巨額にわたる不正受給事件や埼

玉県の夫婦の巨額不正事件が明るみに出て、生活

保護の不正受給問題がクローズアップされ始め、

今回の事件。私は、今回のお笑い芸人の一件は、

役所の人と協議していたということで、不正とま

ではいかないと感じておりますが、適当な表現が

見つかりませんので、事件としておきます。

厚生労働省は、今月13日、全国で生活保護を受

けている人が３月時点で210万8,096人と発表いた

しました。前年比で１万695人の増加です。昨年

２月に200万人を突破し、７月には戦後の混乱期

以来60年ぶりに過去最多を記録し、９カ月連続で

更新しているとのこと、受給世帯は152万8,381世

帯としております。政府は、保護費の引き下げを

検討すると言っておりますが、そんな単純な施策

ではなく、就労場所の確保、景気の浮揚などを施

し助けるべきと考えます。生活環境を整え、病気

の予防などを盛り込み、医療費の削減などに取り

組み、生活資金を削るのではなく、健康体に戻し

つつ医療費を抑えるほうが健康的と思うのは私だ

けではないと思います。

不正受給をしているのは一部であり、一番懸念

されるのは受けなければならない人が抑制されて

受けることができなくなるということです。国も
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地方も知恵を絞り、公助の精神で就労先を確保で

きる体制をつくり環境を整えるべきと考えており

ます。

以上のことを踏まえお伺いをいたします。

まず第１点目ですが、生活保護の増減について

をお伺いいたします。

２点目といたしまして、今後の見込みについて

をお伺いいたしまして、以上、壇上での質問とさ

せていただきます。

〇議長（山本留義） 市長。

（宮下順一郎市長登壇）

〇市長（宮下順一郎） 佐賀議員のご質問にお答え

いたします。

まず、生徒・児童の安全対策につきましては、

教育委員会からの答弁とさせていただきます。

次に、市民の安全対策についてのご質問にお答

えいたします。先日の目時議員に対する答弁と一

部重複いたしますことをご了承いただきたいと思

います。

ことしの３月11日に実施した3.11津波避難情報

伝達訓練では、地震が発生し、津波が押し寄せる

おそれがある場合の住民避難について、生命保護

のためには住民自らの初動が生死に大きく影響を

与えることから、市が発信する情報をもとに、最

初に住民自らがどのように行動すべきかを考え、

実際に行動していただくことを主眼として、津軽

海峡沿岸地域及び陸奥湾沿岸地域それぞれに居住

する住民を対象に訓練を実施したものでありま

す。

１点目の参加状況につきましては、担当からお

答えをいたします。

２点目の今後の開催についてでありますが、今

回実施した訓練において、訓練実施日までに住民

へ災害想定を十分に周知できなかったという反省

すべき点もありましたが、災害発生情報に続く次

の行政からの指示を待っているという住民も多く

見受けられました。待つのではなく、住民自らが

行動を起こすことの重要性、必要性を認識しても

らうことが大切であることから、繰り返し訓練を

、 、行い 避難行動のあり方を徹底していくこととし

地域で独自の対応が必要となることも想定される

ことから、市内全域ではなく、地域ごとに訓練を

実施するなどの工夫もしていきたいと考えており

ます。

今年度におきましては、９月末に大畑地区を会

場として実施する予定の市総合防災訓練におい

て、町内会単位での自助、共助を目的とした実働

型の避難訓練を実施するなど、より実際に即した

中身の濃いものにしながら訓練を継続してまいり

たいと考えております。

３点目の幼児、老人の避難方法、４点目の保育

園、児童館及び病院などの避難方法についてであ

りますが、今回の訓練はあくまでも住民自らの生

命を守るための初動対応、いわゆる自助を目的と

したことから、災害弱者と言われる幼児や老人、

また保育園、児童館及び医療機関における避難を

含まずに実施したところであります。今後実施し

ていく訓練の中で災害弱者等への対応について

も、関係機関等との連携を図りながら、避難体制

の確立に努めてまいりたいと考えておりますの

で、ご理解賜りたいと存じます。

次に、福祉行政についてのご質問につきまして

は、担当からお答えをいたします。

〇議長（山本留義） 教育長。

（遠島 進教育長登壇）

〇教育長（遠島 進） 佐賀議員の生徒・児童の安

全対策についてのご質問にお答えいたします。

まずご質問の第１点目、現在危険と思われる通

学路は何カ所あるかについてであります。教育委

員会といたしましては、毎年４月当初、市内全小

・中学校に対して通学路の状況調査を依頼し、通

学路の安全確保に努めているところであります。
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各小・中学校においては、交通安全や犯罪防止の

ための要注意箇所の抽出等、通学路を点検し、今

後日常的に実施していく指導内容を記入したうえ

で、通学路の状況報告を提出しております。その

報告から、児童・生徒の通学に関して特に注意し

て指導している箇所を把握しており、交通量の多

い道路、道幅の狭い道路、横断歩道、交差点とい

う共通点がございます。本来通学路として各学校

が指定する道路は、安全で安心して通学できると

ころでなければなりません。したがいまして、日

常の安全指導によっても危険を回避できないと判

断される場合には、通学路としての指定から外す

という措置がとられることとなっております。

ことしの４月、小川一丁目の道路わきの空き地

の陥没による危険箇所の報告が１件ありました

が、それ以降通学路の指定を取り消したり変更を

伴うような危険箇所の報告は受けていないのが現

状であります。

次に、安全確保の対策についてであります。ま

、 、 、ず 教育委員会及び各小学校等においては 警察

道路管理者等の協力を得て市内３カ所にスクール

ゾーンを設定しております。また、交通量の多い

交差点においては交通整理員を配置して、安全な

横断を確保しているところであります。さらに、

町内会を初めとする地域の方々が登下校時の児童

・生徒の安全安心を守るため、自主的に街頭指導

に取り組んでくださっている地区もございます。

各小・中学校におきましては、教育委員会が依頼

した通学路の状況調査のほかにも道路の交通事情

や周囲の環境の変化に応じて点検する時間帯や季

節等を考慮し、定期的な通学路の状況確認を実施

し、児童・生徒の登下校中の事故撲滅に努めてい

るところであります。

また、新学期には先生方が街頭に立って直接安

全な登下校の仕方や交通安全教室を開催して事故

や危険から身を守る方法を指導しております。し

かしながら、昨年度から登下校中の児童・生徒の

列に自動車が暴走し、死傷者が発生する悲惨で痛

ましい事故が全国で相次いでいることを受け、今

、 、 、 、後とも学校 家庭 地域はもとより 関係諸機関

各諸団体等の協力を得ながら、児童・生徒に交通

ルールの遵守を初め危険予測能力、危険回避能力

を身につけさせていく実践的な安全教育の推進を

図り、登下校の安全確保に向けて最善を尽くして

まいりたいと思っておりますので、ご理解とご協

力を賜りたいと存じます。

次に、ご質問の第２点目、ヒヤリ地図を作成し

ているかについてであります。千葉県館山市で軽

乗用車が児童らの列に暴走し、小学校１年生の男

子児童が死亡した事故は記憶に新しく、非常に心

に痛む出来事であったと感じております。館山市

内の小・中学校においては、通学路の危険箇所を

地図上に写真や印で示し、ヒヤリ地図を自主的に

作成し、校内に掲示するなどして注意を呼びかけ

ていると伺っております。このことは、児童・生

徒等の危険予測能力を養うためには非常に効果的

であり、参考となる事例であると認識しておりま

す。むつ市内の小・中学校においては、先ほど申

し上げました通学路の状況報告の中で通学路地図

に要注意箇所を記入し、児童・生徒の安全指導に

努めております。したがいまして、要注意箇所を

地図にあらわすという観点から見れば、当市の小

・中学校においてもヒヤリ地図をつくり、指導に

当たっているということができます。しかしなが

ら、当市の場合、その地図の活用はあくまでも教

師が児童・生徒に対して指導するためのものであ

るため、ヒヤリ地図のような役割を果たすものと

して各家庭にまで周知されることがございません

でした。教育委員会といたしましては、今後各学

校で作成されている要注意箇所を記入した地図を

議員ご指摘のようなヒヤリ地図として有効に活用

し、学校、家庭、地域との連携を図りつつ、通学
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路の安全確保に取り組んでいけるよう検討してま

いりたいと考えておりますので、ご理解を賜りた

いと存じます。

〇議長（山本留義） 総務政策部長。

〇総務政策部長（伊藤道郎） 過日行われました市

民の避難訓練の参加状況について、市長答弁に補

足させていただきます。

避難訓練参加者は、高台などへの一時避難者が

2,745人で、訓練参加地域対象人口３万341人の９

％となっております。また、一時避難場所から避

難所へ移動された方は1,550人となっており、こ

の数字は対象人口の5.1％となっております。

以上でございます。

〇議長（山本留義） 保健福祉部長。

〇保健福祉部長（松尾秀一） 佐賀議員の福祉行政

についてのご質問にお答えいたします。

まずご質問の第１点目、生活保護の増減につい

てでありますが、当市の生活保護の現状は国内の

経済状況の冷え込みの影響を受け、当市の有効求

人倍率は全国最下位クラスと景気回復の兆しも見

えず、被保護世帯数は増加傾向にあります。過去

５年間の各年度末の推移を見ますと、被保護世帯

は平成19年度が1,065世帯、平成20年度が1,101世

帯 平成21年度が1,143世帯 平成22年度が1,212世、 、

帯、平成23年度が1,263世帯となっており、毎年

40世帯から60世帯の増加傾向となっております。

、 、また 平成23年度末における世帯類型を見ますと

65歳以上の高齢者世帯が598世帯と約47％を占め

ており、障害者世帯が129世帯で約10％、病気等

による傷病者世帯が326世帯で約26％、母子世帯

が83世帯で約７％、その他の世帯が127世帯で約

10％となっております。

次に、第２点目の今後の見込みについてのご質

問でありますが、平成23年度における生活保護の

相談件数は年間370件で、そのうち申請件数は

128件に及んでおります。また、廃止世帯は年間

97件でありますが、そのうち稼働収入等の自立に

よる廃止世帯数は12件であります。失業や退職等

による収入の減少や預貯金の減少などによる経済

的要因が保護の開始理由に多く見受けられること

や、当市の有効求人倍率が低く推移していること

から、今後も申請件数の増加傾向は続くものと推

察しておりますので、ご理解を賜りたいと存じま

す。

〇議長（山本留義） ８番。

〇８番（佐賀英生） ありがとうございました。順

番どおりいかせていただきたいと思います。

、 、生徒・児童の交通安全の対策について 教育長

どうもありがとうございます。ヒヤリ地図を早速

作成していくという方向ということで大変ありが

たく思っております。

ちょっと一例を挙げさせていただくと、先般の

大曲のちょっとした事故、そしてほかの町内も見

なくてはいけないのですけれども、済みません、

自分の地区だけに限ったお話をさせていただくわ

けですが、二枚橋地区というのがございまして、

国道279号を使っている土地なのですが、今は原

発の作業が停止中ですので、大きな車両は余り通

っていないのですが、当時ダンプカーがすれ違っ

たりすると、かなり狭い土地でございまして、子

供たちがひやひやしているのをよく見ておりまし

た。登校時間帯は、あちらも配慮してもらってい

るのか、ないのですが、帰りによくそういう子供

たちがダンプとのすれ違いのときに逆にとまって

。 、待っている状況と 結局道路が狭いものですから

ダンプは大きいですし、ましてや視界がききませ

んので、子供たちのほうが逆に肝を冷やすと。登

校時より下校時が、子供たちというのはうちに帰

れる、また遊びに行くということで気持ちが高揚

して、やっぱりどうしてもちょっと遊んでしまう

といいますか、意識が散漫しているという状況が

あろうかと思います。そうすると、低学年の子は
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どうしても自分のそちらばかりに神経が集中され

てなかなか注意が散漫になっているものがありま

すので、やはりそういうところには、看板等々で

啓蒙していただきたいと思うのですが、いかがで

しょうか。

〇議長（山本留義） 教育長。

〇教育長（遠島 進） 佐賀議員の再質問にお答え

いたします。

交通が激しいところ、子供たちが通学路として

いるところに看板等を設置してドライバーに注意

を促してほしいという質問とお伺いいたしまし

た。通学路に表示する看板等の設置に関しまして

は、今後各学校からの要望も十分に勘案して、通

学路等にかかわる関係諸機関へ積極的に働きかけ

ていくと。それとともに学校支援活動の一環とし

てＰＴＡや町内会等の協力を得ていくことも必要

なことであるなというふうに感じているところで

ございます。

、 、この安全対策につきましては 各学校において

通学路の要注意箇所の把握はもちろん、日常の登

下校の指導においても道路の交通事情、それから

周囲の環境の変化を踏まえて、迅速かつ適切な指

導を継続しておるつもりでございます。今後も保

護者や地域の方々の協力を得ながら、児童・生徒

の安全を確保するため、地域ぐるみにより見守り

体制等の環境整備に努めていきたいというふうに

考えておりますので、ご理解とご協力をお願いい

たします。

〇議長（山本留義） ８番。

〇８番（佐賀英生） どうも、教育長、ありがとう

ございました。何とかそういう看板で、私たちド

ライバーもしっかりと気をつけてやっていかなく

てはいけないと思いますし、また子供たちを見守

っていきたいと思いますので、なるべく早目に設

置等々及び協議をしていただいて、今よりも一つ

でも二つでも向かっていくようによろしくお願い

をしたいと思います。

続きまして、津波避難情報伝達訓練のところな

のですけれども、参加状況も、きのう目時議員が

やったものですから、あらかた同じような感じに

なってしまうと思いますので、いささか寂しいの

ですが。

私、見させてもらった関係だと、もうちょっと

避難場所までのものは、大畑地区に限ってですけ

れども、いたと思うのです、かなり。ただ、ちょ

っとコミュニケーションというか、連絡が遅かっ

たものですから、避難場所までの人数がかなり減

ったように思われます。１回目ということで大甘

に見て、連絡の方法、そして引っ張り方といいま

すか、指導の仕方というのは、もうちょっとリー

ダーシップを発揮していってもよかったのではな

いかなと、そのように思います。

先ほど市長のほうから、大畑地区では９月に訓

練があると言いましたが、他町村等々と、毎年定

期的に行ってほしいと思うのですが、そこら辺の

ところはいかがでしょう。

〇議長（山本留義） 市長。

〇市長（宮下順一郎） まず、大畑地区ではむつ市

全体の取り組みとして９月末に総合防災訓練を実

施いたします。そしてまた、町内会単位での形、

そういうふうなことをさまざまな場面で要請をし

てお願いをしていくと。少しずつブロックを小さ

くして、そういうふうな形で意識を持ってもらう

という取り組みをさせていただきたいと、こうい

うふうに思います。それにつけてもやはり自主防

災組織というふうな、そういうふうな組織が早く

立ち上がってくるというふうなことは期待をして

おります。

他町村との連携の部分については、今後８市町

村の原子力災害等についての応援協定等がありま

すので、その部分の中でどういうふうな形ができ

てくるのかということは検討は進めておるところ
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でございます。具体的にその津波地震というふう

なことにつきましては、やはり自治体もそれぞれ

自助、共助、公助なのですけれども、その部分に

おいては、市町村それぞれの自助の部分で、市は

市として自助していかなければいけない。また、

それを今度ミクロ的に見ますと、個人の部分で、

先般もちょっと下北弁でお話をさせていただきま

したけれども、何か三陸のほうですと「てんでん

こ 、下北弁ですと「てんでこで」というふうな」

形の自助、そしてまた自治体では市町村それぞれ

の自助、そういうふうなことをまず取り組んで、

そしていざこれが広域の部分になってきたら、そ

の応援協定、原子力災害ですとそういうふうな形

の応援協定、そしてまた地震、津波等によります

と、またその横の連携をしっかりとっていくとい

うふうな形になってくると思いますので、各町村

との連携、訓練の中での連携、これは県の防災訓

練等々の中で果たされるものと、このように思い

ますけれども、当然意識はした中で動いていきた

いと、このように思います。

〇議長（山本留義） ８番。

〇８番（佐賀英生） 今回は、津波避難情報伝達訓

、 、練ということで ある種限定された町内ですとか

沿岸沿いのものが多かったわけですが、部長、ど

うでしょう、今後は全町というか、例えば今おっ

しゃったとおり、大畑ブロックだったら大畑ブロ

ック、川内地区なら川内地区、むつならむつとい

う形で、そのような今の対象外のところを含めた

訓練をしていく傾向といいますか、方法があるの

かどうかをお願いいたします。

〇議長（山本留義） 市長。

〇市長（宮下順一郎） 全体の取り組みは、これま

でそれぞれのブロックでむつ市主催の総合防災訓

練を行っておりますので、そういうふうな形で今

後は進めていきます。

今後そしてブロックごとのというふうな形の、

それはそれぞれの、例えば大畑地区は大畑地区、

川内地区は川内地区、脇野沢地区は脇野沢地区と

いうふうなご提案でございますか。それは、検討

はさせていただきたいと、こう思います。ただ、

その部分については、やはり全庁的な取り組みが

必要でございますので、例えば庁舎対応というふ

うなことというのは限定されるわけでございま

す。これは、なかなか厳しいことがあろうかと思

。 、います でも意識を持ってもらうという意味では

例えば防災の日をつくって、そして大畑地区はこ

の日、そういうふうな形で分庁舎のほうで対応で

きるかどうかと、それは非常に大きなクリアしな

ければいけない問題がいっぱいありますので、資

機材、それから人的配置、そういうふうなものが

ありますので、当面の間は総合防災訓練の中で意

識づけをしていきたいと、このように思っており

ます。

〇議長（山本留義） ８番。

〇８番（佐賀英生） 訓練というのは、やっぱり体

。 、をならしていかなければいけない この前やって

次にもう終わるとなると、どうしても気持ちがな

えてくるといいますか、忘れてくると。常にやっ

ていることによって体が覚えながら、その意識を

高めていくという方法が望ましいと思いますの

で、定期的にやっていただきながら各地域に任せ

て、受ける側、住民がそういう意識を常に持って

いるような状況で進めていただきたいと思います

ので、よろしくお願いいたします。

次に、さっき言いました幼児や老人の部分なの

ですけれども、今の９月の大畑地区のときは、そ

れを対象にして行うのかどうかをちょっとお伺い

いたします。

〇議長（山本留義） 総務政策部長。

〇総務政策部長（伊藤道郎） ９月に予定しており

ます市の総合防災訓練におきましては、いわゆる

災害弱者という部分についても取り入れて訓練を
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やっていきたいと考えております。

〇議長（山本留義） ８番。

（ ） 。〇８番 佐賀英生 どうもありがとうございます

例えばさっき老人ですとか子供ですとか、どち

らかというと、ひとり暮らしの老人とかそっちの

対象のお話をしたいのですが、個人情報保護法と

いうものが大きな壁となって、なかなか独居老人

ですとか、ひとり暮らしの方々を把握し切れない

という部分があります。行政のほうとかケースワ

ーカーの方だったら、それは認識しているかもし

れませんが、例えば小さい町内単位、そこにはど

うしても情報が来ないわけですよね。やっぱりそ

うなりますと、ひとり暮らしの方々に幾ら言って

も、本人が嫌だというのは、これは仕方ない。で

も、そういうものが出てこないとなると、わから

ない人も結構あるところもあるわけですよね。う

ちの町内もしかり。アパートやそういう借家が多

いと、顔は見るのですけれども、名前はわからな

いし、またふだんもなかなか行き来がないという

部分。今回市長が自助、公助、共助、かなり何度

も何度も言っていますが、そういう部分もできな

くなってしまう場面があると。これのひとり暮ら

しの方ですとか、そういうものの対応といいます

か、情報の共有といいますか、それはどのように

考えていますでしょうか。

〇議長（山本留義） 保健福祉部長。

〇保健福祉部長（松尾秀一） お答えいたします。

市では、実は災害時要援護者支援事業という事

業をやっておりまして、その中では例えば情報の

共有という部分では、いわゆる消防の関係、町内

会長さん、民生委員さんに対して本人の手挙げ方

式というのですが、本人の同意がありますと、そ

の部分で情報を共有して、いざ災害があった場合

はどういう方にご連絡するとかというふうな状

況、またどういう在宅サービスを受けているのか

といったさまざま情報を網羅したものを一元的に

情報管理しておりますので、そこの部分につきま

しては、一定の部分で情報の共有は図られている

ものと思います。

以上でございます。

〇議長（山本留義） ８番。

〇８番（佐賀英生） 今部長のほうから、いみじく

も策定するということでしたのですが、５月２日

の新聞に厚生労働省が、１日に介護事業者と連携

して高齢者一人一人の安否についての誘導方法を

定めた計画を策定するように通知したときとあり

ますが、通知は来てあるのですか。

〇議長（山本留義） 保健福祉部長。

〇保健福祉部長（松尾秀一） ちょっとその情報に

ついては、承知しておりません。ただ、私どもの

行政の対応といたしましては、これ二次避難所的

な対応ということになりますけれども、福祉避難

所というものを設定しておりまして、そこの部分

で施設の方のご協力、事業所側のご協力を得てお

りますので、21カ所ありますけれども、その部分

での対応で今のところは二次的な対応はある程度

可能かというふうには考えております。

以上でございます。

〇議長（山本留義） ８番。

〇８番（佐賀英生） 今なぜお年寄りの方々を言わ

せていただくかといいますと、前回市長は自助、

本来自分たちがこのたびの訓練は自分たちが自ら

行うものだというので理解をしたのですが、置い

ていかれたといいますか、動けないお年寄りの方

々が、全然私たちはそれに該当していないと、動

けないし、わからないしという声が多数寄せられ

ました。ぜひとも９月のそういうときには、そう

いう方々を重点的に援助していただきたいです

し、また体制を整えていただきたいと思います。

続きまして、３番目の福祉行政についてをお伺

いいたします。かなり難しい部分になっているわ

けなのですが、毎年ふえてきていると。大変ゆゆ
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しき問題だと思っております。

そこでちょっと部長にお伺いしたいのですが、

受給者の方々は多少の貯蓄というのはだめなので

しょうか。お願いします。

〇議長（山本留義） 保健福祉部長。

〇保健福祉部長（松尾秀一） 基本的に定期的に本

人の預貯金あるいは就労に関する収入等について

は調査しております。したがいまして、蓄えると

いうことは好ましくないというふうに解釈してお

ります。

以上でございます。

〇議長（山本留義） ８番。

〇８番（佐賀英生） 済みません、私の聞き方が間

違ったかもしれませんが、受給して多少、多少と

いいますか、金額は別といたしまして、何かの際

には、何かの際というのはいろんなおつき合いと

かあるのですが、その部分でもだめなのでしょう

か、お願いします。

〇議長（山本留義） 生活福祉課長。

〇保健福祉部副理事生活福祉課長（工藤利樹） 議

員のご質問にお答えいたします。

生活保護費のうちの生活扶助費でございます

が、食費のほかに日用品費の内訳がございます。

この日用品費の中には、我々がふだん使っており

ますような電化製品等の購入というふうなものも

、 、含まれておりまして その耐用年数に従いまして

ある程度の預貯金というよりも、それが万一耐用

年数を超えたときにご自分が受け取っている扶助

費の中からそれに充当していただいて購入してい

ただくというような中身もございます。

以上でございます。

〇議長（山本留義） ８番。

〇８番（佐賀英生） その生活扶助費の中には、冠

婚葬祭に関する会費やご祝儀等々も含まれるので

しょうか。よろしくお願いします。

〇議長（山本留義） 保健福祉部長。

〇保健福祉部長（松尾秀一） 生活保護費というの

は、あくまでも最低生活を維持するためのもので

す。したがいまして、本人がこちらから支給した

生活保護費の中で、そしてまた自分のつき合いの

範囲の中で、許容範囲の中でそれは例えば冠婚葬

祭に支出する、しない、それはご自由だと思いま

す。

以上でございます。

〇議長（山本留義） ８番。

〇８番（佐賀英生） なぜ私が今聞かせていただい

たかといいますと、結婚式とかそういうのはあら

かじめ時間があって出る可能性があると。また、

呼ぶほうも多少気を使って遠慮してもらう場面も

あるかもしれません。しかし、葬儀とかそういう

のになりますと、突発的なものが多いと。どうし

ても今までの長いおつき合いの中で行かなくては

いけない、またおつき合いしなくてはいけないと

いう部分は多分にあろうかと思います。今は死語

になっていますが、村八分という言葉がございま

す。10分ある中の２つが抜けているわけです。賢

明なる市長だったらおわかりだと思いますが、そ

の抜けている部分は火事です。火事のときはみん

なで協力して助けましょうと、死んだときは、み

んなで協力して互助精神で助けましょうと、この

２つが外れて村八分の８つなのです。私は、さっ

き多少貯蓄と言ったのは、そういう突発的なおつ

き合いの部分、最低限の人とのコミュニティーの

部分のものもだめなのかなと。そこで質問したの

ですが、そういう部分に限ってもやっぱりだめな

のでしょうか。よろしくお願いします。

〇議長（山本留義） 保健福祉部長。

〇保健福祉部長（松尾秀一） 繰り返しになります

けれども、保護費というのは、国のいわゆる法定

受託事務の中でむつ市として保護費を４分の３国

からいただいて賄っております。ですから、あく

までもその基準の中で生活保護費を支給しており
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ますので、その部分でご本人がいかように使うか

使わないかというのは、基本的に自由でございま

すので、そこの部分を改めて殊さら例えば葬祭の

部分について加算するとかということは、今の現

行の制度の中ではございません。ただし、いわゆ

るお亡くなりになった場合、だれも例えば葬祭を

扶助する者がいないということの場合、そういう

ケースの場合につきましては、葬祭扶助というふ

うなものを現行の制度の中では認めておりますの

で、そういうふうな社会的慣習の中で最低限必要

な部分につきましてはカバーしておりますので、

ご理解賜りたいと存じます。

〇議長（山本留義） ８番。

〇８番（佐賀英生） わかりました。

次に、お伺いしたいのですが、この医療費です

とかもろもろの部分がどうしても生活保護の半分

近くを占めていると、先ほどの答弁と、また報道

でなされているのですが、先ほど12人ぐらいが就

労についたみたいなお話を伺ったのですが、何と

かそれをあっせんといいますか、どういう取り組

、 。 、みで よりこれからもやっていきたいのか また

今後において、より一層強く就労できるような体

制を整えていくためにどのようなことを考えてい

るのかをひとつお願いいたします。

〇議長（山本留義） 保健福祉部長。

〇保健福祉部長（松尾秀一） 平成23年度末の被保

護世帯数は1,263世帯で、約91％の1,151世帯がい

わゆる稼働者のない世帯ということになります。

このうち約半数は高齢者世帯であり、一方稼働年

齢層にある世帯でも、疾病や障害にある世帯もあ

り、結果的にはなかなか就労に結びつかない現状

にあります。したがいまして、当市におきまして

は、平成23年９月より生活保護就労支援員を１名

配置いたしまして、被保護世帯への自立を目指す

支援に取り組んでおります。

支援業務の内容は、自立支援プログラムを策定

し、稼働年齢層にあり就労に阻害要因のない対象

者に対して、就労支援による求職活動の助言及び

指導を行っているものであります。平成23年度中

の稼働年齢に相当する被保護者は全体で150名お

り、このうち就労阻害要因がない者70名に自立支

援プログラムを拡大し、さらにはハローワークむ

つとの連携強化のもと、支援の同意を得た５名に

対して求職活動の支援をした結果、２名の雇用に

つながっております 平成24年の５月末では 18名。 、

に自立支援プログラムを実施しており、既に２名

の雇用につながるなど一定の成果を得ておりま

す。いずれにいたしましても、被保護者及び当該

世帯が一日も早く自立助長できるよう少なからず

体制づくりを行っております。

また、一方では市では若年者の就労支援を行っ

ている県のジョブカフェあおもりサテライトスポ

ットむつを市役所内に設置しておりますが、ここ

ではカウンセリングや職業の適性診断等も行って

おり、昨年度の延べ利用件数も1,044件と聞いて

おります。８月には、そのジョブカフェあおもり

の機能とハローワークが行っている若年失業者、

学卒者等への職業紹介や求人検索ができるハロー

ワークヤングプラザ、それから悩みを抱える若者

の就職を支援する若者サポートステーションの３

つの機能を一体化した総合窓口として新設される

こととなっており、若年者の就労支援の強化も図

られているものと考えております。

いずれにいたしましても、少なからず体制づく

りを考えておりますので、ご理解を賜りたいと存

じます。

〇議長（山本留義） ８番。

〇８番（佐賀英生） どうもありがとうございまし

た。

先般上路議員から１カ所に集めたらいいのでは

ないかという意見が出ましたが、私も同じような

考えなのですが、若干違うのは、そこで授産施設



- 236 -

みたいに作業とか何かに参加をして、少しでも収

入を得られると、そういうものの、それを行政が

やるのがいいのか、公益法人にしたらいいのか、

皆さんが集まってやるのがいいのか、手法は別と

いたしまして、やはり社会参加ができるような体

制をロケーションを整えてやると。本人たちも、

そうすることによって少しでも社会に参加して自

立しようと考えていくこと、なおかつ少しの賃金

でも得られれば、それだけ支給の金額が下がって

いくこと、そのように考えておりますが、今後に

おいてそのような考え方はどうなのか、市長、よ

ろしくお願いします。

〇議長（山本留義） 市長。

〇市長（宮下順一郎） 授産施設的な形で１カ所に

というふうな、私はそういうふうな考え方にはち

。 、ょっと否定的な立場でございます 行政とすれば

あくまでも個々人の、先ほど担当からお話をいた

しましたように、稼働年齢に相当する被保護者と

いうことで150名おります。その中でも就労阻害

要因がない方、これが70名おります。その方々に

対して就労プログラムを設定して、そして仕事に

ついてもらうというふうな、そういうふうな形で

さまざま今行政として手を打っております。この

部分で、それらをもっともっと充実をしてお仕事

についてもらうようなサポートをしていくのが行

政の立場ではないかなと。１カ所に集まってもら

って、集めると集まってもらうはちょっと違うの

でしょうけれども、そういうふうな形のちょっと

強権的な形の中でこういうふうな方々、こういう

ふうなというのは失礼ですけれども、生活保護を

受けている方々を１カ所にまとめて集まってもら

って対策をとっていくというふうな、そうします

と、個人の尊厳だとか、そういうふうなものもや

はり出てくるものと、尊厳に対する侵害とか阻害

とか、そういうふうなものも出てくると私はそう

いうふうに思いますので、行政の立場とすれば個

々のケースにさまざまなケースがあるわけでござ

いますので、そのケースに真摯に向き合って、サ

ポートをしていって、就労してもらうというふう

な立場をとっていきたいと、このように思ってお

ります。

〇議長（山本留義） ８番。

〇８番（佐賀英生） なかなか特に難しい問題だと

思うのですが、最後に市長、今の答弁も含めなが

ら、一人でも社会自立できるように、なおかつ保

、 、護者を 受給者を減らすような方策といいますか

今以上にステップアップしてもらうために最後に

市長の、今のご答弁も含めて、今後どのように考

えてやっていくのかを最後にお伺いしたいと思い

ます。

〇議長（山本留義） 市長。

〇市長（宮下順一郎） この生活保護の受給者を減

らしていく方法ということは、国も今一生懸命考

えていると思うのですけれども、これは先般もお

話をいたしましたように、さまざまな考え方があ

ろうと思います。それを一緒くたに考えないで、

やはり経済面の部分だとか、制度の部分、そして

現在の受給を受けている方々、この３つの考える

領域をやっぱり分けた中で考えていかなければい

けないだろうと。そして、それを総合的に取り組

んでいくのが行政の立場であろうと。不適正な部

分、こういうふうなものはチェックをしていかな

ければいけないだろうし、そして３つ目の経済的

な部分、これはデフレでありますので、ではどう

いうふうな形で対応していかなければいけないの

か。これまで旧むつ市の動きを見ますと、企業誘

致が果たされたその周辺の年度は非常に減ってお

ります。そういうふうなところもあります。やは

り企業誘致ということも非常に大きな役割を果た

してくるだろうし。ただ、企業誘致というのは一

朝一夕にはできない状況であります。海外に出て

おります。そのためには、やはり１次産業をしっ
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かり育てていって、そこにさまざまな就労機会、

そういうふうなものもつくっていく必要があろう

と。地道な取り組み方、これが必要であろうと、

このように思っております。

〇議長（山本留義） これで、佐賀英生議員の質問

を終わります。

昼食のため午後１時15分まで休憩いたします。

午後 零時０６分 休憩

午後 １時１５分 再開

〇議長（山本留義） 休憩前に引き続き会議を開き

ます。

◎大瀧次男議員

〇議長（山本留義） 次は、大瀧次男議員の登壇を

求めます。18番大瀧次男議員。

（18番 大瀧次男議員登壇）

〇18番（大瀧次男） 一心クラブ所属の大瀧次男で

。 。ございます 今定例会最後の質問者となりました

市長並びに理事者の皆様には、お疲れのこととは

、 、 、思いますが 私で15人目 最後でございますので

しっかりとおつき合いのほどよろしくお願いを申

し上げます。

初めに、人口減少が進み、暗い景況感が続くむ

つ市にあって、大畑地区二枚橋遺跡から発掘され

た遮光器土偶など、国の重要文化財に指定される

ことになったのに続き、大湊高校時代から全国的

に活躍をしていた法政大学在学中の岸本鷹幸選手

が陸上競技の400メートルハードルのロンドンオ

リンピック代表に決まったという明るいニュース

が飛び込んでまいりました。岸本選手は、むつ市

から３人目のオリンピック出場となります。まさ

に快挙であります。今回の出場では、入賞も予想

されますが、いつの日か大成し、世界の頂点に立

つことの期待を込めながら、市民の皆さんととも

に声援を送りたいと思っております。

岸本選手のように、傑出した選手を生み出すに

は、それなりに環境を整える必要があります。い

かに市民の才能、力を掘り起こし、地域力に結び

つけるか、市政に課せられた一つの命題であろう

と考えます。改めて市民の声を聞き、ニーズを掘

り起こし、市政に反映させる行動をとることによ

り市民の負託にこたえることができるものと、議

会議員の一人として自覚を新たにしているところ

であります。こうした観点に立ち、市民の声に基

づき一般質問に入ります。市長並びに理事者にお

かれましては、簡潔明瞭、誠意ある前向きなご答

弁をお願いいたします。

それでは、通告順に従い質問をいたします。

１点目は、原子力行政についてお尋ねをいたし

ます。昨年３月11日の東日本大震災による福島第

一原子力発電所事故による対応のまずさから、原

発への風当たりがいやが上にも高まり、脱原発依

存の声が総理大臣の口からも発せられる状況にあ

ります。

原発の歴史は、既に40年、使用済み核廃棄物の

最終処分場が確保されていないことから、トイレ

なきマンションとやゆされながらも、地球環境に

優しいクリーンなエネルギーとして安全を前提と

しながら、国の方針に協力し、原発の新設や再処

理施設を受け入れてきた市町村にとっては、いき

なり原発依存ゼロとか依存率を引き下げるとか、

、 、使用済み核燃料の直接処分とか言われても はい

そうですかと簡単に納得できるものではないと、

このように思っております。このことから、使用

済燃料中間貯蔵施設を抱えるむつ市の議員の一人

として、８月を予定している国のエネルギー計画

見直しの結果がどうなるのか、重大な関心を持っ

て注目しているところであります。

市長は、既に上北を含む原子力施設関係６町村

とともに、着工済み原子力発電所の工事再開とサ
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イクル施設稼働を国に働きかけておりますが、当

然のこととして理解をしております。

そこでお伺いをいたします。国では、電力エネ

、 、ルギーとして これまでの原子力依存を引き下げ

火力依存を保持拡大、代替エネルギーでカバーす

る、あるいは使用済み核燃料の全量直接処分、再

処理と直接処分の組み合わせなどを検討している

段階にありますが、エネルギー計画において、原

子力利用はどうあるべきか、市長のお考えをお尋

ねいたします。

次に、原子力発電施設等周辺地域交付金につい

てお伺いをいたします さきのむつ市議会第211回。

定例会でも質問をいたしましたが、この交付金は

、 、むつ市が誘致し 市内に設置された施設ではなく

隣接町村に立地する施設から生じているもので、

何かあったらお世話になりますという、いわば迷

惑料のようなもので、本来通常の行財政における

歳入の枠外のものであろうと考えます。つまり想

定外の収入であるということであります。原子力

発電施設等周辺地域交付金の算定には、一般家庭

分、企業分があり、使途については市町村の意向

に任されています。県内では、全額市町村事業に

充てているのは、むつ市、十和田市、横浜町、今

年度から野辺地町が加わって４つの市、町でござ

います。一般家庭は、全額還元し、企業分全額を

市町村事業に充てているのは、大間町と風間浦村

の２町村、一般家庭全額と企業へは２分の１の還

元、企業分の２分の１を市町村事業に充てている

のは三沢市、六ヶ所村、東通村、佐井村など９市

町村となっております。使途については、もちろ

ん議会の承認を得ていることになりますが、介護

料の値上がりや国保税の値上がりに加え、労働賃

金が引き下げられ、不況から抜け切れないでいる

市民生活の現実から一般家庭分の交付金、野辺地

町の例では一般家庭で２万1,600円、むつ市では

単純計算すれば２万3,300円になります。この額

は、決して小さい額ではありません。一刻も早く

一般家庭へ還元をすべきであり、企業においては

景況が右肩下がりで雇用面でも厳しい経営を迫ら

れており、雇用をふやしたくてもふやせない、ボ

ーナスも出せない企業も数多くあることを考えま

すと、当然還元を考慮すべきでありますし、特に

大口電力消費の企業においては数人の雇用が可能

となる額であります。経営を左右しかねない額に

なるはずで、企業に活力を提供する意味でも還元

すべきと考えます。

さらには、福島第一原子力発電所事故の例から

見ますと、住民にとって直接的な還元策がとられ

ていなかったことが恩恵を受けてきたとの意識が

なく、一方的な被害者意識の醸成につながってい

ます。いかに日ごろからの直接的な原子力施設か

らの恩恵を肌で感じ共存意識を持つことが大切か

を考えると、交付金の直接住民への交付をすべき

ものと思いを大きくしているところであります。

さきの定例会での私の質問に対し市長は、還元

事業の検討は事務レベルで着手しているが、実施

に関しては原子力政策大綱の内容を見ながら方向

性を見出してまいりたいと答弁しております。恐

らく原子力政策大綱とは８月に出されるエネルギ

ー計画のことと思いますが、現時点でも基本的な

方向性は出せるものと思います。

そこでお伺いをいたします。原子力発電施設等

周辺地域交付金は、一般家庭及び企業へ還元すべ

、 、きでありますが その後の検討が進んでいるのか

結果についてお知らせを願います。

、 。次に 空き家対策についてお伺いをいたします

全国的に空き家が社会問題として取り上げられる

ようになったのは十数年前からで、人口減少が進

み、過疎化が著しい地方の村落に始まり、今では

地方の市街地域まで広がってきております。平成

20年の家屋、土地統計調査によりますと、全国の

住宅戸数5,759万戸のうち13.1％の756万戸が空き
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家で、過去最高となっております。一口に空き家

といっても、耐用年数に満たない借家として使え

る住居、中古住宅として売却できる住居、住む人

がなく、老朽化し、朽ち果てた状態の空き家があ

ります。また、店舗でも廃業閉店し、シャッター

をおろしたまま放置されている空き家がありま

す。問題は、住む人がなく、老朽化し、倒壊のお

それがあるのに放置されている空き家でありま

す。積雪や強風、地震での倒壊による近隣住民や

通行人への被害が心配されます。しかし、防犯上

の問題もあります。また、場所により景観上の問

題もあります。

一つの例で申し上げますと、所有者が県外に住

み、危険家屋として認識しているものの、取り壊

して土地の売却を検討したところ、取り壊す費用

が土地の売値を上回るのでは今はその余裕がない

と、そのまま放置されている家屋があります。実

際にリサイクル法の関係から、取り壊すにはさま

ざまな規制があり、費用がかかるようにできてい

ます。多くの場合、この例と同じような状況にあ

るのではないでしょうか。閉店した店舗を抱える

人に聞いたところでは、取り壊す費用があれば、

店を閉める必要はなかったと、取り壊す費用が大

きな負担になることを嘆いていましたが、まちの

防犯防災と観光振興を図るうえでの景観を守るた

、 。め 空き家対策は喫緊の課題であろうと思います

３月15日付の東奥日報社説でも、住民の安全を

守るという視点で個人の財産権にかかわる問題で

あることを考慮しながらも、緊急退去も含め条例

化の検討を促しております。

そこでお伺いをいたします。

１点目、むつ市における空き家の実態はどうな

っているのか。

２点目、今月13日の東奥日報にも、青森市では

条例制定を明言しております。弘前市、五所川原

市も条例化を検討する考えを示しております。住

民の安全を考える意味からも、空き家対策条例を

今年度中に検討する考えはないか、市長のご所見

をお伺いいたします。

次に、克雪ドームの利用拡充についてお伺いを

いたします。主として降雨、降雪、冬期間に野球

など、屋外スポーツができる施設としてつくられ

た克雪ドームは、サッカー、テニス、野球、グラ

ウンドゴルフなどに加え、スポーツ以外にも各種

イベントなどに多くの市民に利用され、多目的ド

ームとしての役割を担っており、かねてより手狭

で老朽化している市民体育館にかわる施設とし

て、また市民から建設の要望がある総合体育館の

機能もカバーしている部分も多くあります。総合

体育館建設には、数十億円の建設費がかかり、管

理運営費にも多額の費用がかかることを考えます

と、現在のドームをさらなる多目的に利用するこ

とを図るのが得策ではないかと考えます。

具体的に申し上げますと、２面のバスケットボ

ールやバレーボールができて、卓球場としても使

えるフローリングコートを取り外しできるように

して、さらには各種競技で不足している観覧席も

移動式もしくは引き込み式で導入し、フェンシン

グで経験している県大会や全国大会開催にも可能

な施設として整備してはどうでしょうか。整備の

暁には、克雪ドームの施設としては全国的なモデ

ルになることは間違いありません。市長のご所見

をお伺いいたします。

、 。終わりに 国土調査について質問をいたします

昨年の３月11日、東日本大震災の復興は、１年以

上たった今でも思うように進んでいない状況にあ

りますが、多くは福島第一原子力発電所事故に起

因するものとしても、現実には津波による壊滅的

な被害に遭った地域にかかわる諸問題が大きな足

かせになっている現実があります。特にうちが土

台ごと流されたり、境界の目印である樹木やブロ

ック塀がなくなったり、液状化現象などで土地の
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境界の特定が容易でないとの事例を聞いておりま

す。いずれも国土調査が進んでいない地域に多く

あるトラブルであります。

私は、土地の流動化を進めるのにも国土調査に

おいての地籍調査の促進について、むつ市議会第

206回定例会で質問しておりますが、早期完了の

ため実施体制や財政面で新たな手法を検討すると

のご答弁をいただいております。

そこでお伺いをいたします。

１点目として、検討結果、進捗状況に改善点が

あったかどうか。

２点目として、東日本大震災の例からも、現在

市街地周辺の林野部を優先し進めているが、難し

さはあろうと思いますが、後々の問題が大きい市

街地や住居地を優先して調査を進めるべきと考え

ますが、市長のご所見をお伺いいたします。

以上、壇上からの質問といたします。

〇議長（山本留義） 市長。

（宮下順一郎市長登壇）

〇市長（宮下順一郎） 大瀧議員のご質問にお答え

いたします。

まず原子力利用に対する考え方についてのご質

問にお答えいたします。昭和30年に制定された我

が国の原子力利用の憲法とも言うべき原子力基本

法には 「原子力の研究、開発及び利用を推進す、

ることによつて、将来におけるエネルギー資源を

確保し、学術の進歩と産業の振興とを図り、もつ

て人類社会の福祉と国民生活の水準向上とに寄与

することを目的とする」とあります。昨年の東北

地方太平洋沖地震を起因とする大津波により、福

島第一原子力発電所から大量の放射性物質が放出

されたという事実は真摯に受けとめなければなり

ませんが、原子力基本法にある将来におけるエネ

ルギー資源の確保とともに、国民生活の水準向上

ということもまた重要な視点であると考えており

ます。

昭和41年に我が国初の商業用原子力発電所とし

て、日本原子力発電株式会社東海発電所が営業を

始めておりますが、その後の２度にわたるオイル

ショックの経験をもとに、エネルギー源としての

化石燃料への依存割合を減らし、原子力によるエ

ネルギーを基幹電源としてきたことにより、不安

定な中東地域の社会情勢にも大きく左右されるこ

となく、国民生活や企業活動が今日までに至って

きたと認識しております。

東日本大震災後において再生可能エネルギーの

活用がひときわクローズアップされております

が、エネルギー資源に乏しい我が国においては、

太陽光や風力、地熱などからエネルギーを効率よ

く取り出す技術や、そのエネルギーを安定的に供

給していく方策等の開発に力を注いでいかなけれ

ばならないことは十分に理解しております。しか

しながら、これらが私たちの生活や経済活動にお

いて大きな存在となるには長期的な取り組みが必

要であるとともに、これまでの原子力エネルギー

のすべてを賄うことは不可能ではないかと考える

ところであります。

このようなことから、原子力発電については国

民生活の維持向上と我が国の経済活動の持続可能

な発展には欠かすことのできない基幹電源である

との認識については、これまでの私の考えと変わ

るところはございません。

現在国においては、原子力委員会で核燃料サイ

クルのあり方を含めた新しい原子力政策大綱を策

定するための議論を、また経済産業省総合資源エ

ネルギー調査会においては、エネルギーの構成比

率を見きわめながら、今後のエネルギー基本計画

を策定する議論を、加えて環境省中央環境審議会

においては、エネルギー構成に応じた地球温暖化

対策の策定について議論が行われているところで

あります。それぞれの議論を経た後に関係大臣等

で構成されるエネルギー環境会議において、我が
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国の今後のエネルギー政策が決定される予定とい

うことであり、その動向に注視してまいりたいと

考えておりますので、ご理解を賜りたいと存じま

す。

次に、ご質問の２点目、電源立地地域対策交付

金の一般家庭と企業への還元についてのご質問に

お答えいたします。電気料金の還元につきまして

は、むつ市議会第210回定例会及び第211回定例会

において、大瀧議員から一般質問をいただき、ご

答弁申し上げたところでありますが、その際には

電源立地地域対策交付金の効果といたしまして、

各種ソフト事業へ充当することにより、市民サー

ビスの向上の拡大を図っていること、平成22年度

決算において、黒字に転換することができた要因

の一つとして、一般財源振り替え効果の影響が大

きかったこと、また電気料金還元に係る関係機関

との事務的手順等の協議も既に行っていることな

どにつきまして、るるご説明申し上げたところで

あります。このように、電源立地地域対策交付金

は自主財源に乏しい当市にとりまして、財政運営

上極めて重要な財源の一つでありますことから、

特に意を用いながら有効活用に努めておるところ

であります。

しかしながら、昨年３月に発生した福島第一原

子力発電所の事故を踏まえた原子力政策の見直し

が行われている中、原子力発電・核燃料サイクル

技術等検討小委員会では、使用済み核燃料の全量

再処理、直接処分、再処理と直接処分の併存の３

選択肢についての評価がようやく取りまとめられ

た段階であり、その過程では政策決定を２年から

５年先送りする留保案も議論されるなど、最終的

に新原子力政策大綱の内容が明確に示されなけれ

ば原子力政策の行方や交付金制度そのものも今後

現状のまま維持されるのかどうか、ますます不透

明感を増している現状にあります。

また、議員ご承知のとおり、今冬の記録的な豪

雪は、まさに災害にも匹敵するものでありました

が、財政基盤が脆弱な当市におきましては、この

対応に多額の収支不足を計上して補正予算を編成

せざるを得なかったことを考えますと、防災対策

等には常日ごろからのしっかりした備えが必要で

あることを思い知らされたと同時に、このような

不測の事態が起こった際にも十分たえ得る財政的

な体力を蓄えておくことの必要性を痛感したとこ

ろであり、私の政策の柱に掲げております持続可

能な財政運営を実現するためにも、まずは財政調

整基金を着実に積み立てていくことが優先されな

ければならないものと確信した次第であります。

したがいまして、議員ご質問の電気料金の還元に

つきましては、まずはことしの夏ごろに予定され

ている新原子力政策大綱の内容を踏まえたうえ

で、今後の財政見通し等を勘案しながら、その方

向性を見出してまいりたいと考えておりますの

で、ご理解を賜りたいと存じます。

次に、ご質問の第２点目の空き家対策について

であります。今冬において積雪や強風により近隣

に危険を及ぼす可能性があるとして市民から通報

をいただいた件数は、平成24年６月１日現在で

76件となっており、このうち現地を確認し、空き

家と判明したものは40件で、所有者を調査したう

えで口頭、あるいは遠方にお住まいの方には文書

によって適正な管理をお願いしているところであ

ります。

空き家の件数につきましては、担当から答弁い

たします。

次に、空き家の危険排除のために条例を制定す

ることについてでありますが、さきのむつ市議会

第211回定例会において、空き家管理条例につい

ては他自治体の状況等を調査のうえ研究してまい

りたいと答弁したところでございます。廃屋は、

景観を損ねるだけでなく、適正に管理されなけれ

ば倒壊の危険もあり、近隣住民からの苦情等さま
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ざまな問題を抱える原因にもなっております。し

かし、私的所有権などが絡み、行政が手をつけに

くいのが現状であります。

国土交通省が本年１月に行ったアンケート調査

によりますと、平成24年４月１日時点において空

き家等の適正管理に関する条例を施行済みの自治

体は全国で54市町村あり、代執行まで規定してい

る市町村は12団体となっております。条例の内容

としては、撤去や改善の勧告、命令、勧告や命令

に従わない者の公表などを行うもの、加えて罰則

規定や建物解体の行政代執行にまで踏み込んでい

るものなどさまざまな形態となっております。条

例を制定していない場合においても、道路法にお

ける公法上の制限、民法の規定による事務管理や

建築基準法第10条による除去命令等があり、家屋

の収去を求める民事訴訟で強制執行する手段など

もございます。また、崩壊するおそれのある建物

をそのままの状態で放置する行為を道路法第43条

第２号に該当するものとして、同法第71条第１項

により当該行為の中止を命令し、代執行で撤去す

ることが可能でありますが、代執行については当

然でありますが、行政がそれを行わなければなら

ない緊急性、必要性などについて客観的に説明が

できなければなりません。

廃屋撤去は、所有者個人の責任でありますが、

まずは市として対応が可能な課題に取り組まなけ

ればならないと考えております。全国の観光地な

どには撤去費用の一部を助成する自治体もありま

すが、廃屋の撤去には多額の費用がかかるのが現

状であり、一部助成ではとても賄えないのが実情

でありますことから、所有者負担という原則があ

るものの、仮に行政が強制撤去しても費用は行政

が肩がわりせざるを得ない状況が生じてしまうこ

とになります。

このようなことから、空き家管理条例の制定に

つきましては、現在施行されている市町村の事例

を参考としながらも、この条例の中でどの程度ま

で規定することが適正であるのか、また財政的な

負担という面からも調査研究を進めながら、前向

きに対応してまいりたいと考えておりますので、

ご理解を賜りたいと存じます。

次に、克雪ドームの利用拡充についてのご質問

にお答えいたします。まず、克雪ドームにおける

スポーツに関連した利用形態としましては、屋外

スポーツであります軟式野球、サッカー、ソフト

ボールやテニス等、多目的に利用されている施設

で、平成23年度は約８万7,000人の方に利用され

ております。議員のご提言は体育館建設には多額

の費用が必要となり無理だと思うので、屋内のス

ポーツを、克雪ドームで多目的に利用できる床材

を活用してミニバスケットボール等を行える施設

を整備し、体育館建設までの代用として導入でき

ないのかということでありますが、克雪ドームの

基本的利用につきましては、冬期における屋外の

スポーツに対応する施設としての位置づけを持た

せており、軟式野球、ソフトボール、サッカー、

テニス、ゲートボール等の球技、運動会、陸上競

技など広範な種目に対応できる施設とイベント開

催に対応できる機能を合わせ持っております。現

在ミニバスケットボールへの対応は、市の体育館

ではゴールが基準に合わないことから開催でき

ず、大半の大会は大畑小学校体育館や郡大会にお

いては隣接の東通村体育館を借用して開催してい

るのが実情となっております。基本的には、屋内

体育館を使用しての大会運営をお願いするところ

でありますので、ミニバスケットボールに対応さ

せるため、移動式のゴールの設置や既存施設の改

修につきまして、今後検討してまいりたいと考え

ておりますので、ご理解賜りたいと存じます。

次に、ご質問の４点目、国土調査についてお答

えいたします。現在当市の地籍調査事業は、国土

調査促進特別措置法の規定により、平成22年度を
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初年度とする第６次国土調査事業十箇年計画によ

り実施しております。ここ数年は、土地の筆数が

多く、権利関係も複雑な市の中心部を調査してお

り、地籍調査をこれまで以上に加速させることは

極めて困難な状況であります むつ市議会第206回。

定例会において大瀧議員からご指摘のありました

早期完了のための取り組みにつきましても、いろ

いろと検討しているところでありますが、進捗状

況の改善までは至っていないのが実情でありま

す。市といたしましては、まずこの計画に基づき

事業を進めながら、実施体制や調査業務の委託方

法等を検討し、早期の完了を目指してまいりたい

と考えております。

また、現在遂行している第６次国土調査事業計

画の中で予定区域を変更し、市街地を優先すべき

ではないかとのご質問でありますが、この計画は

閣議決定されたものでありますので、変更は難し

いものと思いますが、地籍調査の成果は震災等災

害の復旧や復興の早期着手に役立つ有効な資料と

なり得ることから、関係部局とも協議させていた

だき、可能な範囲で検討してまいりたいと考えて

おりますので、ご理解を賜りたいと存じます。

〇議長（山本留義） 総務政策部長。

〇総務政策部長（伊藤道郎） 空き家の実態等につ

いて、市長答弁に補足させていただきます。

昨年６月のむつ市議会第208回定例会において

お答えしておりますとおり、市として独自に空き

家の調査を行っておりませんが、総務省統計局が

５年に１度実施しております住宅・土地統計調査

によりますと、直近の調査であります平成20年度

においては、空き家の件数は推計4,300戸となっ

ております。このうち別荘などの二次的住宅が二

、 、 、十戸 賃貸用の住宅 アパートなども含まれます

それが1,830戸、新築、中古を問わず売却用の住

宅が80戸で、その他の住宅が2,370戸となってお

ります。いわゆる空き家、廃屋は、その他の住宅

に含まれますが、この2,370戸のうちの何戸であ

るかについては市として把握はしておりません。

空き家管理条例等に係る研究過程においても、

空き家の実態については基礎的データと必要とな

ってくることから、その調査方法についてもあわ

せて検討してまいりたいと考えております。

以上でございます。

〇議長（山本留義） 18番。

〇18番（大瀧次男） 丁寧な前向きなご答弁、あり

がとうございました。

順序が逆になりますが、克雪ドームの利用拡大

から再質問をさせていただきます。今市長の答弁

ですと、克雪ドームの場合は屋外のスポーツを冬

期間にやる施設だということで、なかなかフロー

リングを敷いてやるような状況ではちょっとない

かなという答弁でしたけれども、今回冒頭でも言

いましたけれども、岸本選手、非常に快挙でござ

います。非常に市民の皆さんが勇気と希望をもら

ったと。特に市長は、市民の代表として一番喜ん

でいたのが印象に残っておりますけれども、青少

年には大きな夢があるというふうに考えておりま

す。

岸本選手は、大学に行ってから強くなったとい

うわけでなく、もう高校時代から全日本クラスの

選手でございました。本人の努力はもちろんです

けれども、指導者に恵まれ、そして私が一番感ず

るのが練習環境、それも立派な施設があったとい

うことでございます。むつ市の陸上競技場、県内

でも優秀な施設でございます。その陸上競技場で

、 、常に練習をし そして全国大会に行ったときには

同じような環境の中で戦えるということで、今の

岸本選手が生まれてきたのではないかなと、この

ように私なりに考えております。やはり選手を育

、 、 。成するためには 施設 環境が必要でございます

むつ市の場合は、屋外のスポーツ、今言いました

ように、陸上競技場、そしてスキー場、今野球場
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が10月に新装になるようですが、この屋外のスポ

ーツの施設は非常に立派なものがございます。し

かし、屋内のスポーツということになると、ちょ

っと年代的にはあれですが、あの市民体育館は、

あすなろ国体のバレーボールの会場としてできた

というふうに認識しております。そして、今まで

多くの同僚、先輩議員から総合体育館の必要性を

説かれておりますけれども、なかなか実現してこ

なかったという意味でございますけれども、やは

り強い選手、そして全日本クラスの選手を育てる

のには施設も必要でございます。ちょっとお聞き

したいのですが、総合体育館を建てる検討をした

ことがあるのか、それともこれからどうやってそ

ういう形で建てようとしているのか、ちょっとそ

れをお聞きしたいと思います。

〇議長（山本留義） 市長。

〇市長（宮下順一郎） 屋内施設、総合体育館とい

うふうなお尋ねでございますけれども、この必要

性は十分認識をいたしております。杉山前市長の

際にも、さまざまこの議場の中で議員の方々から

もお話がありましたし、私この職についてからも

いろいろお話を聞かされております。その必要性

というのは十分認識をいたしております。

そしてまた、むつ市スポーツ振興計画、平成

、 、 、24年 今年度つくるわけですけれども その際に

データとしてアンケート調査を行いました。この

、 、部分で 調査対象が18歳以上というふうなことで

、 、約3,600名の方々に あわせて一般の方が3,600名

子供たちが小学校５年生、中学校２年生、合計

392名ということで、約40％の回答をいただきま

した。その中で、ハード面で新たに整備してほし

いスポーツ施設というふうなことで、総合体育館

が第１位で40％というふうな形でのアンケート結

果が出てまいりました。つまりこれは、私どもが

認識をしている総合体育館の必要性ということを

認識しているというだけにとどまらず、市民の方

々が非常にこの総合体育館の要望、これを求めて

いるという声がかなり強いなというふうな一つの

バックデータが出たわけでございますので、十分

もっともっと認識を強くしているというふうな状

況で現在おるところでございます。

〇議長（山本留義） 18番。

〇18番（大瀧次男） 非常に認識を強くしていると

いうことですけれども、やはり総合体育館という

ことになると、サブの練習場、そしてまた武道館

も併設するということになると、恐らく50億円以

上かかるのではないかなというふうに思います。

今の市長の答弁を聞きますと、なかなか財政の問

題、そして原子力関係の寄附金も今では当てにな

らないということから考えますと、どうしてもや

はりこの今あるドームを、そういう形の中で一時

的にでもそういう形で使えないかなということ

で、私がちょっと調べてまいりました。

バスケットボール１面は、横が15メーター、縦

が28メーター、面積にすると大体127坪でござい

。 。 、ます それを２面 この移動式のフロアでやると

あそこは人工芝が張られていますので、その上に

マットを敷いて、そしてフローリングを敷くとい

うことになると、１面で1,700万円です。それを

、 。 、 、 、２面 3,400万円 そして 移動式の観客席 250人

250人入れると、これはちょっと高いのですけれ

ども、5,000万円です。そうすると、合わせて

8,400万円。いろいろ諸経費を入れても、１億円

、 、あればバスケットボール２面 バレーボール２面

そして卓球だと大体８台置けます。そういう形の

大会がここでできます。

私が何でこういうことを言うかというと、今ス

ポーツ少年団のミニバスケットボールの県大会を

むつ市でやりたいと、教育長はわかっていると思

いますけれども、先ほど市長の答弁にもありまし

たが、会場を探すのが大変と。そして、東通村の

体育館を借りています。ただし、東通村の体育館
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の場合は、村の行事が優先ということですので、

なかなかこちらのほうの日程に合わせて大会を組

むことができないという非常に難しい問題があり

ます。そこでやはり自前のそういうものがなけれ

ば、確かに県大会をやることにおいて、かなりの

多くの選手、父兄、応援団が来ます。３日、４日

というふうな大会になります。そういう経済効果

もありますので、ぜひその１億円前後でできるそ

ういう形のものを検討していただきたいと。どう

でしょう、市長、もう一度。金額を言いましたの

で、何となく。

〇議長（山本留義） 市長。

〇市長（宮下順一郎） 大瀧議員からご質問があっ

て、ただちに市のほうとしても試算をしてみまし

た。約同じでございます。この部分では合致して

おりますけれども、約１億円かかるだろうと。し

かしながら、あのコートをつくるために非常に時

間がかかるのです。寄せ集めて、大体１面つくる

のに８時間くらいの時間がかかると、こういうふ

うな部分がありまして、これを敷き詰めてマット

を敷いて、そしてこのくらいの角のものをくっつ

けてやっていくのでしょうけれども、フローリン

グするに。そういうふうなこともあります。そう

いうふうなことで、先ほどの回答になりましたけ

れども、研究はさせていただきたいと、こう思い

ます。

今度そういうふうな、たった１億円、かなりの

１億円、どうなのか、これ表現が分かれますけれ

ども、今余裕がついてくると、１億円と軽く言え

るかもわかりませんけれども、まだまだそこまで

達していないというふうなところもあります。

それから、そういうふうなことで先行投資をし

て、先にそういうふうなフレキシブルに使えるよ

うな施設になってしまいますと、総合体育館の必

要性云々というふうなことにまで波及される可能

性も出てくるわけでございますので、この部分に

ついては、やはり十分研究もさせていただきたい

と思いますけれども、その試算の部分は約１億円

というのは、手前どもと同じ試算の状況でござい

。 、 、ます ただ そのフローリングを敷くには非常に

１面敷くのにたしか８時間くらいかかるだろうと

、 。いうふうな こちらのほうも試算をいたしました

そうすると、なかなかスピーディーにその施設を

つくって、そしてまた撤収してまた次の利用とい

うふうな場面には至らないのではないかというふ

うなことでございますので、研究はさせていただ

きたいと、このように思います。

私としては、総合体育館を建てたいなというふ

うな、こういうふうな思いは持っております。た

だいかんせん財政状況、こういうふうなことがあ

ります。ただ、財政状況がそうだからということ

ではなくて、財政状況も確実に、着実に赤字を解

消して、一歩ずつ前進してきているという前提の

中での財政状況でありますので、ないそでは振れ

ぬとかと、そんなことではなくて、そのための備

えをしていかなければいけないだろうと、こんな

思いで今財政再建、持続可能な財政運営というこ

とに取り組んでおるところでございますので、ご

、 。理解をしていただきたいと このように思います

〇議長（山本留義） 18番。

〇18番（大瀧次男） これをやると、何か総合体育

館が遅くなるような感じがしますけれども、その

つくるまでの間ということでございます。

そして、今敷き詰めるのに８時間という時間が

かかるという話ですけれども、私も聞きました。

最初にやると８時間なのです。１カ月ぐらいする

と、なれてきますので、４時間ぐらいでできると

いうことでございますので、それはたしかメーカ

ーのほうで話をしていましたので、それは４時間

でやれるそうです。市長、どうか青少年の夢をか

なえるためにひとつ。青少年のためには、市長は

火の中、水の中、どんなことでもして実現すると
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いう市長でございますので、ご期待をしたいと、

このように思います。

次に、空き家対策についてお伺いいたします。

今条例の検討もしているということでございます

けれども、条例を制定しないと、立ち入り検査が

。 、できないということがございます ということは

倒壊のおそれもそうなのですが、やはり古い住宅

ということになると、野良犬、野良猫、ネズミ、

そういうのがもう繁殖しているところがございま

す。この前、先般あるところの解体を頼まれて解

体をしたのですけれども、今は機械で壊せません

ので、全部手で壊すわけですけれども、壁と壁の

間に蛇の巣がありました。そういう形がございま

す。それも郊外ではないです。中村正志議員がい

ますけれども、小川町の本当の市街地でございま

す。そういうところでも蛇とかネズミとか、そう

いう形の繁殖、伝染病とかいろんな病気の関係も

出てきます。衛生上も問題がありますので、やは

りそのためには条例を制定し、立入検査ができる

ような形にしていただきたいという思いがござい

ます。倒壊もそうです。倒壊をするような危険な

場所でも、やはり人の財産権です。勝手に入って

いって調査できません。そういう条例をつくって

初めてそういう形の調査ができますので、本当は

できればことし検討して 来年 遅くとも平成26年、 、

ぐらいに条例制定というふうな運びになっていた

、 、 、だきたいと このように思いますけれども 市長

もう一度答弁をお願いいたします。

〇議長（山本留義） 市長。

〇市長（宮下順一郎） 条例のその内容につきまし

てのご提言は、しっかりとその中で我々検討して

いく中で、さまざま関係機関等々と情報を仕入れ

ながら、そしてこれまでの先例があるわけでござ

いますので、その中で条例制定に向けて努めてい

きたいと。基本的には、条例制定を目指しておる

わけでございます。前向きに検討ということは、

そういうことでございますので、ご理解をいただ

きたいと。最終的には、条例制定を目指していき

たいと、このように思っております。ただ、それ

にはちょっと時間が、研究もしなければいけませ

ん。そういうふうな部分がありますので、ここの

ところはご理解をいただきたいと、このように思

います。

〇議長（山本留義） 18番。

〇18番（大瀧次男） ただいま市長のほうから前向

きに検討し、進めるということですが、ことしの

１月１日ですか、秋田県の大仙市でこの条例制定

が施行になっております。同じような大きさの市

でございますので、かなりの参考になるのではな

いかなと、このように思いますので、よろしくお

願いを申し上げます。

次に、原子力利用についての質問をさせていた

だきます。先ほど市長のほうから原子力に対して

の考え方をお聞きいたしました。やはりむつ市で

は原子力施設を誘致し、今建設中でございます。

その行政の長として、やはり原子力は必要なのだ

という思いを強くさせられてよかったなというふ

うな気がいたしております。

今度関西電力の大飯原子力発電所が、恐らく７

月の下旬か８月中に再稼働になるのではないか

と、こう言われております。そうすると、大飯原

子力発電所が再稼働になるということは、全国の

今ある原子力発電所も次々と再稼働の動きが出て

、 。くるのではないかと このように思っております

当地の東通村の東北電力の原子力発電所も、恐ら

く再稼働というふうな動きに、動向になってくる

と思います。私はそのときに、安全、これが第一

ですけれども、恐らく再稼働になったとき、これ

は人間がつくったものです。万々が一でございま

す。恐らく今度は今までの災害の事故の検証をし

て、絶対ないと私は思っていますけれども、人間

のつくったものです、どういう事態になるかわか
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りませんけれども、そうなったときに、やはり一

時的にも10キロ、20キロ圏内の人たちの避難とい

、 、うことになりますと やはりむつ市の南通り地区

その一帯がかかってきます。

今福島の避難している人たちの話がよく報道で

されますけれども、生活の関係、いつ帰れるかわ

、 。からない そしてまた将来どうなるかわからない

いろいろな不安を抱えております。初めての事故

でしたので、いろいろな補償関係もまだできてい

ない。一時は義援金を当てにしたような補償もし

ていたというふうな報道もなされております。私

は、そのときに再稼働になるときには、ここに基

金として100億円ないし200億円、1,000億円にな

るかもわかりません。一たんここに基金を積んで

もらう。これは、昔のように補償金ですよとか、

そういうものではなく、万が一そういう事故が起

きたときには、その基金でそういう避難とかそう

、 、いうのに対応する 市民の安全を確保するために

やはりここに基金を積んでもらいたいというふう

に考えております。これは、事業者が積むか、国

が積むかは、それはこれからの話ですけれども、

ここにやっぱりちゃんとしたものを置いて、そし

て再稼働という話、これは先の話になるかもしれ

ませんけれども、よくそういう基金とか補償金と

いうのは古い考え方だと言う人もいます。でも市

民の安全を担うためには、やはりそういう安心さ

も与えてやらなければならないと、そのように思

います。市長、どうでしょう、そういう考えは。

〇議長（山本留義） 市長。

〇市長（宮下順一郎） 基金を再稼働の前に、また

それを前後してというふうなことなのでしょうけ

れども、それもまた一つの考え方かと思いますけ

れども、例えば災害が起きたときの形の中では、

今原子力損害の賠償に関する法律ですか、そうい

うふうなものでカバーされるものはカバーされる

だろうし、そしてまた現在青森県のほうにはむつ

小川原財団、100億財団というふうなことで基金

が積み立てされております トータルとして100億。

円ですけれども、原子力関連から50億円、借り入

、れが50億円で100億円というふうな形で運用して

そして我々立地も、隣接も、そして全くその隣接

でもない地域、県内全域にその部分で活用されて

おるわけでございます。その基金を積んでどうい

うふうな対応をしていくのかというふうなことに

なろうかと思いますけれども、事業を展開するた

めの基金、これはもう100億財団というふうな形

でよく言われますけれども、そういうふうな形で

観光だとか、経済、中心市街地の活性化だとか、

農業、水産業、そういうふうなものに満遍なく県

内全域で使われておるところでございます。そし

てまた、災害が起きたときというふうなことです

、 、と その原子力損害の賠償に関する法律でしたか

そういうふうな形の中で対応されていくものだ

と、このように認識をしております。

〇議長（山本留義） 18番。

〇18番（大瀧次男） 基金で何か仕事をするという

のではなく、やっぱり市民皆さんの安心安全のた

めに積んでもらうということでございます。

時間もあれですので、次に電気料金の還元の件

でお聞きいたしたいと思います。電源立地地域対

策交付金ということで、平成23年度は当市に個人

の世帯用で７億6,000万円、企業用で６億4,000万

円、計大体14億円交付されているというふうに伺

っておりますけれども、公共施設用としては、そ

ういう交付金があるのか、または別な形で来てい

るのか、これ以外に。そういう形のものがあるか

どうか、これちょっとお聞きしたいと思います。

〇議長（山本留義） 財務部長。

〇財務部長（下山益雄） 原子力発電施設等周辺地

域交付金の部分のお話だと思うのですけれども、

今話がありました。その部分につきましては、約

14億円ということで今議員から紹介がありました
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けれども、予算ベースでいきますと11億3,200万

、 、円ほど 当初予算の説明で申し上げましたように

むつ総合病院に３億円ほど行ってございますの

で、予算ベースとして約11億3,200万円くらいと

いうことになります。

ほかにあるのかということですけれども、あと

は電源立地地域対策交付金、それから核燃料サイ

クル交付金というものがあります。それらをさま

ざま駆使してソフト事業を初め施設の維持管理等

に使わせていただいていると、そういうことでご

ざいます。

〇議長（山本留義） 18番。

〇18番（大瀧次男） それともう一つだけ、わかっ

た時点でいいですけれども、むつ市の一般の企業

で一番大口の電気料金消費事業者というのはどこ

かご存じですか。

〇議長（山本留義） 財務部長。

〇財務部長（下山益雄） 個々の企業さんの電気の

消費分というのは、ちょっと把握しておらないの

ですけれども、これ個人的な見解になりますけれ

ども、そういう電気を多く使う、動力として使う

というと、アツギさんあたりになるのかなという

ふうな印象、これはあくまでも私の印象でござい

ますが。

以上です。

〇議長（山本留義） 18番。

（ ） 。〇18番 大瀧次男 どうもありがとうございます

時間も時間でございますので、どうか市長におか

れましては、よく後悔先に立たずと、こう言われ

ます。やった後で、あのときやっていればよかっ

たなという後悔、もう一つは、あのときやって失

敗したなと、こう思う後悔、これ２つあります。

私の経験からいって、やった後、後悔したほうが

悔いが残りません。市長、電気料金還元事業は選

挙公約でございますので、勇気を持って決断し、

実行していただくことをお願いして、要望して終

わります。ありがとうございます。

〇議長（山本留義） これで、大瀧次男議員の質問

を終わります。

◎散会の宣告

〇議長（山本留義） 以上で本日の日程は全部終わ

りました。

お諮りいたします。明６月21日は議事整理のた

め休会したいと思います。これにご異議ありませ

んか。

（ 異議なし」の声あり）「

〇議長（山本留義） ご異議なしと認めます。よっ

て、明６月21日は議事整理のため休会することに

決定いたしました。

なお、６月22日は付託議案審議、議員提出議案

上程、提案理由説明及び審議を行います。

本日はこれで散会いたします。

午後 ２時１６分 散会
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